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平成２７年陸別町議会９月定例会会議録（第２号）

招 集 の 場 所 陸 別 町 役 場 議 場

開 閉 会 日 時 開会 平成27年９月９日 午前10時00分 議 長 宮 川 寛

及 び 宣 告 延会 平成27年９月９日 午後４時18分 議 長 宮 川 寛

応（不応）招議 議席 出席等 議席 出席等

員及び出席並 氏 名 氏 名
びに欠席議員 番号 の 別 番号 の 別

出席 ８人 １ 中 村 佳 代 子 ○ ８ 宮 川 寛 ○

欠席 ０人 ２ 久 保 広 幸 ○

凡例 ３ 多 胡 裕 司 ○

○ 出席を示す ４ 本 田 学 ○

▲ 欠席を示す ５ 山 本 厚 一 ○

× 不応招を示す ６ 渡 辺 三 義 ○

公▲○ 公務欠席を示す ７ 谷 郁 司 ○

会議録署名議員 渡 辺 三 義 谷 郁 司

職務のため議場に 事務局長 主 査

出席した者の職氏名 吉 田 功 吉 田 利 之

法第１２１条の規定 町 長 野 尻 秀 隆 教 育 委 員 長 石 橋 勉

により出席した者の 監 査 委 員 飯 尾 清 農業委員会長（議員兼職） 多 胡 裕 司

職氏名

町長の委任を受けて 副 町 長 佐 々 木 敏 治 会 計 管 理 者 芳 賀 均

出席した者の職氏名 総 務 課 長 早 坂 政 志 町 民 課 長 ( 芳 賀 均 )

産業振興課長 副 島 俊 樹 建 設 課 長 高 橋 豊

保健福祉センター次長 丹 野 景 広 国保関寛斎診療所事務長 ( 丹 野 景 広 )

総 務 課 主 幹 空 井 猛 壽

教育委員長の委任を 教 育 長 野 下 純 一 教 委 次 長 有 田 勝 彦

受けて出席した者の

職氏名

農業委員会会長の 農委事務局長 棟 方 勝 則

委任を受けて出席し

た者の職氏名

議 事 日 程 別紙のとおり

会 議 に 付 し た 事 件 別紙のとおり

会 議 の 経 過 別紙のとおり
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◎議事日程

日程 議 案 番 号 件 名

１ 会議録署名議員の指名

２ 追加議案の取扱について

追加
議案第７７号 平成２７年度一般会計補正予算（第５号）

１

追加 平成２７年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算
議案第７８号

２ （第３号）

林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求
３ 意見書案第５号

める意見書の提出について

４ 意見書案第６号 「手話言語法（仮称）」制定を求める意見書の提出について

５ 意見書案第７号 安全保障関連法案の慎重審議を求める意見書の提出について

６ 議案第７０号 平成２６年度陸別町一般会計歳入歳出決算認定について

平成２６年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出
７ 議案第７１号

決算認定について

平成２６年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計
８ 議案第７２号

歳入歳出決算認定について

平成２６年度陸別町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定
９ 議案第７３号

について

平成２６年度陸別町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認
10 議 案 第７４号

定について

平成２６年度陸別町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算
11 議 案 第７５号

認定について

平成２６年度陸別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認
12 議 案 第７６号

定について

◎会議に付した事件

議事日程のとおり
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開議 午前１０時００分

○議長（宮川 寛君） 総務課原田参事、高橋主幹、瀧澤主幹より欠席する旨、報告があ

りました。

────────────────────────────────────

◎開議宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） これより、本日の会議を開きます。

────────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、６番渡辺議員、７番谷議員を指名します。

────────────────────────────────────

◎日程第２ 追加議案の取扱について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第２ 追加議案の取り扱いについてを議題とします。

本件については、昨日、議会運営委員会を開催し、協議しておりますので、委員長より

報告を求めます。

多胡委員長。

○３番（多胡裕司君）〔登壇〕 町長から、昨日提出のありました議案第７７号平成２７

年度陸別町一般会計補正予算（第５号）及び議案第７８号平成２７年度陸別町国民健康保

険事業勘定特別会計補正予算（第３号）について、昨日、議会運営委員会を開催し、取り

扱いを慎重に協議しましたので、結果を報告いたします。

補正予算につきましては、予算執行において急を要するものが含まれていることから、

お配りしております日程表のとおり、本日最初の日程に組み入れて審議することにいたし

ました。また、この２件につきましては、提案理由が同じであるため、一括して説明を受

けることとし、質疑、討論、採決は、別々に行うことにいたしました。

以上のとおりでありますので、議員各位の御理解をお願いし、報告といたします。

○議長（宮川 寛君） お諮りいたします。

ただいまの議会運営委員長からの報告のとおり、議案第７７号、第７８号を本日の日程

に組み入れて、日程表のとおり議題にしたいと思います。

御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議題第７７号、第７８号を、本日の議題とすることに決定しました。

────────────────────────────────────
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◎追加日程第１ 議案第７７号平成２７年度陸別町一般会計補正予算

（第５号）

◎追加日程第２ 議案第７８号平成２７年度陸別町国民健康保険事業

勘定特別会計補正予算（第３号）

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 追加日程第１ 議案第７７号平成２７年度陸別町一般会計補正予

算（第５号）及び追加日程第２ 議案第７８号平成２７年度陸別町国民健康保険事業勘定

特別会計補正予算（第３号）の２件を一括議題とします。

提案理由の説明を求めます。

野尻町長。

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第７７号平成２７年度陸別町一般会計補正予算（第

５号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億９５７万２,０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４４億２,５７１万円とするもので

あります。

続きまして、議案第７８号平成２７年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第３号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３００万円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億５,６１１万８,０００円とするものであ

ります。

以上、議案第７７号から議案７８号まで、２件を一括提案いたします。

内容については、副町長から御説明申し上げますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） それでは、私のほうから議案第７７号と第７８号について、

御説明を申し上げます。

議案第７７号平成２７年度陸別町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところ

による。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

それでは、事項別明細書、歳出、５ページをお開きください。

５ページ、歳出であります。

２、歳出。

６款農林水産業費１項農業費３目農業振興費１９節負担金補助及び交付金、補助金とし

て、今回、強い農業づくり事業補助金として、１億９５７万２,０００円の補正をお願い

するものであります。

それでは、追加資料ナンバー１をお開きいただきたいと思います。
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追加資料のナンバー１であります。

追加資料ナンバー１は、強い農業づくり事業でありまして、この図面の、ちょっと見づ

らいのですけれども、下のほうに二重丸をつけて、事業実施箇所とラインをひいておりま

す。これは、株式会社シリウスのＴＭＲセンターの箇所になりますけれども、今回、シリ

ウスで行う自給飼料関連施設として、バンガーサイロ１０基を予定しております。全体事

業費としては、２億３,６６７万７,０００円程度でございます。それで、道の補助金とし

て、その２分の１、税抜きの事業費の２分の１ですから、１億９５７万２,０００円が道

の補助金として入ってきます。歳出で同額を補助金として支出するという内容でありまし

て、この場所、事業箇所はシリウスの用地内と、一部隣接する用地にバンガーサイロ１０

基を建設する予定となっております。

それでは、予算書５ページのほうにお戻りください。

ただいま言いました事業費２億３,６６７万７,０００円ですが、消費税１,７５３万１,

６００円を除いた２億１,９１４万５,０００円の２分の１、つまり１億９５７万２,００

０円が補助金として支出となります。

それで、歳入の４ページをお開きください。

４ページの歳入であります。

１４款道支出金２項道補助金３目の農林水産業費補助金１節の農業費補助金、強い農業

づくり事業補助金１億９５７万２,０００円ということで、北海道から補助金を町が受け

て、町から農協のほうに補助金を出すという内容になります。

以上で、議案第７７号の説明を終わりまして、次に、議案第７８号の説明に移ります。

議案第７８号平成２７年度陸別町の国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）

は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

それでは、事項別明細書、歳出、５ページをお開きください。

５ページ、歳出であります。

２款保険給付費１項療養諸費３目一般被保険者療養費１９節負担金補助及び交付金、負

担金として今回、療養費３００万円の計上となります。実は、７月４日にぷらっとの施設

の中にあります銀河整骨院が開業したわけですけれども、実は、国民健康保険加入者の方

の通院が増加をしているということがわかりました。つまり、国民健康保険のこの療養費

については、７月診療分については９月に支払うという、２カ月後の支払いになります。

したがって、その請求が来た段階でわかったわけであります。３００万円の内容として

は、今月払う７月分が予算上で１４万３,０００円ほどもう既に足りなくなっておりま

す。それと、８月から１０月までの診療分、１０月分は１２月に支払われるわけですけれ

ども、それらを見込むと３００万円を今回、補正予算としてお願いをするものでありま
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す。なお、１２月においては、医療給付費関係の精査、実績と見込みの精査を行って、予

算を精査する予定になっておりますので、その際に合わせて療養費の８月から１０月の実

績と１１月以降の見込みを精査しまして、補正などを考えていきたいと、そのように思っ

ております。

それでは、歳入の４ページをお開きください。

４ページは、歳入であります。

２款国庫支出金１項国庫負担金１目の療養給付費等負担金、１節現年度分ですが、９６

万円の追加補正。それから、２款の国庫支出金２項国庫補助金１目の財政調整交付金１節

の財政調整交付金、普通調整交付金で２７万円の追加の補正となります。

それから、５款の道支出金２項道補助金１目の財政調整交付金１節の財政調整交付金、

これは普通調整交付金ですけれども、２７万円の追加の補正となります。

９款繰越金１項繰越金１目の繰越金、１節前年度繰越金で、残額分１５０万円を補正す

るものであります。したがって、前年度繰越金については、１,４６９万１,９００円に確

定をしておりますので、今回１５０万円補正をすることによって、７４０万６,０００円

の予算計上となります。したがって、前年度繰越金の留保額については、７２２万５,９

００円となります。

以上で、議案第７７号と第７８号の説明を終わらせていただきます。

以後、御質問によってお答えをしたいと思っておりますので、御審議のほどよろしくお

願い申し上げます。

以上であります。

○議長（宮川 寛君） これから、議案第７７号平成２７年度陸別町一般会計補正予算

（第５号）の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、４ページから５ページまでを参照してください。

７番谷議員。

○７番（谷 郁司君） 今回、強い農業づくり事業が実施されて、継続事業だと思うので

すけれども、今回、１億円、道からいただいたということはすばらしいことだなと、私思

います。しかし、今ここで、事業を進める上で、冬季というか、寒さの強い陸別でこの事

業を進める上で、一体どのようなスケジュールで、工期というのですか、そういうのを見

込んでいるのか、わかる範囲で説明願います。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） 大まかなスケジュールですけれども、事務的なスケ

ジュールも含めて御説明をいたします。

この事業、継続ではなくて、新規という扱いにはなるのですが、８月末に道を通じまし

て、事業の照会がありまして、ＴＭＲセンター、シリウスの皆さんが検討して、今回、こ

の事業を受けるというふうになりました。
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それで、９月、今月、農協から総合振興局を通じて道のほうに計画書を上げて、また道

から国のほうに計画書を上げて、１０月中旬ぐらいには補助の指令が出るようなスケ

ジュールで現在進んでおります。その後、工事に入るわけですけれども、冬季施工という

ことで、それらも勘案して事業実施体のほうでできるということで、今回取り組みを進め

ております。工期につきましては、事業の性質上、２月末を予定しているというふうに

なっております。

以上であります。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第７７号平成２７年度陸別町一般会計補正予算（第５号）を採決しま

す。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第７７号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第７８号平成２７年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第３号）の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、４ページから５ページまでを参照してください。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第７８号平成２７年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第３号）を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第７８号は、原案のとおり可決されました。
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────────────────────────────────────

◎日程第３ 意見書案第５号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策

の充実・強化を求める意見書の提出について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第３ 意見書案第５号林業・木材産業の成長産業化に向けた

施策の充実・強化を求める意見書の提出についてを議題とします。

事務局長に意見書の本文を朗読してもらいます。

○事務局長（吉田 功君） では、朗読をさせていただきます。

林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書。

本道の林業・木材産業は、山村地域を支える基幹産業として発展し、雇用の確保、地域

経済の活性化などに大きく寄与してきた。しかし、山村では、人口の減少と高齢化が急速

に進みつつあり、近い将来、集落はもとより、自治体の存続自体さえ危ぶまれる事態も想

定されている。

一方、地球温暖化が深刻な環境問題となっている中で、二酸化酸素を吸収、固定する森

林・木材に対し大きな関心と期待が寄せられているが、我が国においては、化石燃料への

依存度が高く、森林や木材が果たす役割はこれまで以上に重要となっている。

このような中、本町では、単独事業として、民有林造林促進事業を行い、植栽、下刈

り、除間伐に対して助成を行ってきており、さらに今年度からは人件費の上昇などに対応

するため、除間伐事業に対して上乗せの見直しを行ったところである。また、主伐後の再

造林が進まない現状を踏まえ、森林所有者に対し、意向調査等を行うなど、公有化に向け

た検討がされている。人工林資源が本格的な利用期を迎える中、こうした取り組みをさら

に加速させ、地域の特性に応じた森林の整備、保全を着実に進めるとともに、森林資源の

循環利用による、林業・木材産業の成長産業化を実現するための施策の充実・強化を図る

ことが必要である。

よって、国においては、次の事項を実現するよう強く要望する。

記。

１、京都議定書第二約束期間における森林吸収量の国際的な算入上限値３.５％分を最

大限確保するため、「地球温暖化対策のための税」の使途に、森林吸収源対策を位置づけ

るなど、森林整備や木材利用のための安定的な財源を確保すること。

２、森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の振興と、山村における労働

力確保と雇用安定を図るため、公共事業である森林整備事業及び治山事業の財源を十分か

つ安定的に確保すること。

３、川上から川下に至る総合的な対策を地域の実情に合わせて柔軟に対応するため、森

林整備加速化、林業再生対策を恒久化し、財源を確保すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。

平成２７年９月。
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北海道足寄郡陸別町議会議長宮川寛であります。

以上です。

○議長（宮川 寛君） 提出者の多胡議員から趣旨説明を求めます。

３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君）〔登壇〕 ただいま局長から朗読のありましたとおりの内容でござ

います。

我が国は、山林の占める面積が高く、特に近年は大雨等の異常気象の頻発により洪水や

土砂災害が多発しております。災害防止機能の発揮や地球温暖化を防止するためにも、森

林の整備を続けていくことが必要であります。

本町の森林面積は、約５万ヘクタールと区域面積の８０％を占め、そのうち民有林面積

は約１万２,３００ヘクタールですが、そのうち約１,０００ヘクタールに及ぶ面積が、無

立木地となっております。

人工林資源が本格的に利用されつつある北海道においては、林業労働者の高齢化、担い

手不足や補助事業の配分が十分でないなど、さまざまな課題を抱えております。本町にお

いては、今年度より、間伐事業にかかわる単独の補助制度の見直しが決定されましたが、

森林の持つ多様な機能を維持、増進させることがますます重要になっており、国に対し

て、安定的な財源を確保するよう強く求めるものであります。

以上のとおりでありますので、議員各位の御賛同をいただき意見書を提出したく、趣旨

説明とさせていただきます。

○議長（宮川 寛君） お諮りします。

本意見書案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認め、意見書案第５号林業・木材産業の成長産業化に

向けた施策の充実・強化を求める意見書の提出についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

意見書案第５号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、意見書案第５号は、可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第４ 意見書案第６号「手話言語法（仮称）」制定を求める意見

書の提出について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第４ 意見書案第６号「手話言語法（仮称）」制定を求める

意見書の提出についてを議題とします。
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事務局長に意見書の本文を朗読してもらいます。

○事務局長（吉田 功君） それでは、朗読をさせていただきます。

「手話言語法（仮称）」制定を求める意見書。

平成１８年１２月の国連総会において採択された「障害者の権利に関する条約」第２条

では、言語とは、「音声言語及び手話、その他の形態の非音声言語をいう。」と定義さ

れ、手話が言語として国際的に認知されている。

我が国は、平成１９年９月に、この条約に署名したものの批准に必要な国内法の整備に

時間がかかり、６年以上もの歳月を経て、平成２６年１月に世界で１４０番目の批准国と

なり、同年２月１９日、ついに効力が発生した。

この間、平成２３年８月に「改正障害者基本法」が、平成２５年６月には「障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律」が成立している。

改正障害者基本法第３条では、手話が言語に含まれることが明記され、また障がいを理

由とする差別の解消の推進に関する法律では、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事

業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めている。

しかし、その規定だけでは、音声言語中心の社会から聴覚障がい者、言語障がい者が暮

らしやすい社会へと変革する推進力としては不十分であり、法の理念や制度が実際の生活

に生かされるためには、手話が音声言語と対等な言語であることが広く国民に理解され、

自由に手話が使える社会環境の整備を推進することが必要である。

よって、国及び政府においては、具体的な政策を全国で展開していくための個別法とし

ての「手話言語法（仮称）」を制定されるよう、強く求める。

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。

平成２７年９月。

北海道足寄郡陸別町議会議長宮川寛。

以上であります。

○議長（宮川 寛君） 提出者の久保議員から趣旨説明を求めます。

久保議員。

○２番（久保広幸君）〔登壇〕 「（仮称）手話言語法」の制定を求める意見書の提出に

つきまして、提案の趣旨を述べさせていただきます。

聴覚言語障がい者数につきましては、平成２３年の推計値でありますが、全国で約３２

万４,０００人とされております。このうち、手話でコミュニケーションをとられる方

は、約６万人と言われており、大多数は手話を習得する機会に恵まれずに今日に至ってい

るものと考えられております。

当町におきましては、現在、日常生活に手話を用いておられる方はおられないとのこと

であります。一方、これに対応すべき手話通訳士は、平成２３年８月時点の登録者数が全

国で約２,８００人となっております。このようなことから、聴覚、言語障がい者にとっ

て、手話は音声言語と対等な言葉であることを示し、聴覚言語障がい者が日常生活や職場
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などで自由に手話を使ったコミュニケーションがとれること、聾学校教育に手話を導入

し、聴覚言語障がい児や保護者が手話に関する正しい情報を得ることなどが保障されるよ

うになることが求められております。

国際社会においては、平成１８年に国連障害者権利条約が、全ての加盟国により採択さ

れ、手話は言語であることが世界的に認められることになりました。我が国におきまして

も、昭和４５年に制定された、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関する

基本理念を定めた障害者基本法を、国連障害者権利条約の批准に向けて、平成２３年にそ

の改正案に政府が講ずべき措置に関する附帯決議を付して、衆議院及び参議院ともに全会

一致で成立させております。しかし、法制定後も聴覚、言語障がい者の置かれている状況

にほとんど変化はありませんでした。

このような状況を打破すべく、全国聾啞連盟では、手話言語法制定推進事業を開始し、

全国１,７８８自治体に対して、手話言語法の制定を求める意見書の提出に関する要請を

行ってきております。直近の集計では、意見書が提出されていない自治体は、全国では、

当町を含めて１３カ所、北海道内においては、当町のみとなっております。

また、御承知のように、テレビ放送におきましても、首相や官房長官の記者会見には手

話通訳士がつくようになりましたし、地方議会においても、東京都北区議会及び兵庫県明

石市議会では、対象となる議員が今春の統一地方選挙で誕生したことから、音声変換シス

テムの導入や手話通訳士の配置など、それぞれに対応していることが報道されておりま

す。

議員の皆様には、ぜひともこの提案に御賛同いただき、国及び政府に対して、「（仮

称）手話言語法」制定に向けたお力添えを賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（宮川 寛君） お諮りします。

本意見書案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認め、意見書案第６号「手話言語法（仮称）」制定を

求める意見書の提出についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

意見書案第６号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、意見書案第６号は、可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第５ 意見書案第７号安全保障関連法案の慎重審議を求める意見

書の提出について

────────────────────────────────────
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○議長（宮川 寛君） 日程第５ 意見書案第７号安全保障関連法案の慎重審議を求める

意見書の提出についてを議題とします。

事務局長に意見書の本文を朗読してもらいます。

○事務局長（吉田 功君） 朗読いたします。

安全保障関連法案の慎重審議を求める意見書。

政府は、集団的自衛権の行使を可能にする安全保障関連法案（新しくつくられる国際平

和支援法と自衛隊法、ＰＫＯ協力法、周辺事態法等１０の法律の改正案を一つにまとめた

平和安全法制整備法案）を参議院に送付した。

この法案をめぐっては、多くの有識者が、憲法違反に当たるとしており、過半数の国民

が反対している。我が国の安全保障の根幹を揺るがしかねない大きな問題であるこの法案

を、一内閣や数的優位な与党の判断で一方的に決することは、国民の意思が反映されたも

のということができない。

多くの地方自治体からも、本法案に反対、あるいは慎重審議を求める意見書が提出され

ており、政府はこのような状況を踏まえ、国民の意思を尊重し、納得できる説明を行うと

ともに、強行採決を行わないなど、慎重な姿勢で対応することを強く求める。

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。

平成２７年９月。

北海道足寄郡陸別町議会議長宮川寛。

以上であります。

○議長（宮川 寛君） 提出者の谷議員から趣旨説明を求めます。

谷議員。

○７番（谷 郁司君）〔登壇〕 ただいま事務局長から朗読されました意見書の提出に当

たり、議員諸侯の御賛同を得るべく、私の提案説明を行いたいと思います。

この安全保障関連法案は、自衛隊が地球の裏まで行き、戦いができるという中身であり

ます。憲法第９条では、国家間の紛争は武力をもって解決することは、永久にしないと

なっています。この法案は、憲法違反であります。これを成立させては、立憲主義とする

憲法を基本とする考えから背き、そういうものになっていることに対して、私は意見を申

し上げ、この意見書を通したいと思います。

この法案は、自衛隊員が真っ先に戦いに行くことになるので、日本の若者たちが行くこ

とになり、今、少子高齢化と言われる日本にとって、大変将来にとっても損失であり、戦

争はゲームやスポーツではありません。殺し、殺されるの中、一度死んだら二度と帰って

これません。命は地球よりも重いことを、さきの大戦で身をもって経験されました日本。

陸別においても、自衛隊員の身内の方々が多数おられます。死亡したならば、必ず悲し

く、不幸なことになります。

この法案は、国会での衆議院で、数による強行採決とともに、今、参議院で審議されて

おります。政府の答弁の説明は、衆議院での答弁と参議院の答弁とでは違っているものが
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明らかになってきております。また、衆議院では、審議時間１１０時間を超えることにな

りましたが、参議院では、しばしば中断し、まだその時間にもなっていない中、今月の１

４日の週で強行採決をしようとしております。国民の中には、この法案に半数が反対、ま

たは十分理解ができないとも言われております。

ましてや、この法案の審議中に自衛隊の内部文章が明らかになり、自衛隊と米軍がこの

法案の先取りと思われるような演習を行ったりして、また先般、沖縄の米軍艦にヘリコプ

ターが墜落した、その中にも日本の自衛隊員が二人乗っていたと、そういうことが明らか

になっております。まさに、自衛隊と米軍の一体化であります。

私は、自衛隊の暴走ともとれております。私的には、この法案については、戦争法案と

捉えています。そして、白紙撤回、あるいは廃案にすべきと思っています。しかし、議員

諸侯の皆様には、いろいろな意見、捉え方、あるいはつながり、絡みもある中、私の意見

書は、参議院で拙速な、数による強行採決などせず、まだまだ慎重に審議してもらいたい

との内容ですので、当議会において、全員の賛同のもとに、全会一致でこの提案をしたい

と思いますので、皆様方の御理解と御協力を切にお願い申し上げまして、提案理由といた

します。

○議長（宮川 寛君） お諮りします。

本意見書案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認め、意見書案第７号安全保障関連法案の慎重審議を

求める意見書の提出についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

意見書案第７号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、意見書案第７号は、可決されました。

議事の都合上、暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時４０分

再開 午前１１時００分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

────────────────────────────────────

◎日程第 ６ 議案第７０号平成２６年度陸別町一般会計歳入歳出決算認

定について

◎日程第 ７ 議案第７１号平成２６年度陸別町国民健康保険事業勘定特

別会計歳入歳出決算認定について

◎日程第 ８ 議案第７２号平成２６年度陸別町国民健康保険直営診療施
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設勘定特別会計歳入歳出決算認定について

◎日程第 ９ 議案第７３号平成２６年度陸別町簡易水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について

◎日程第１０ 議案第７４号平成２６年度陸別町公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について

◎日程第１１ 議案第７５号平成２６年度陸別町介護保険事業勘定特別会

計歳入歳出決算認定について

◎日程第１２ 議案第７６号平成２６年度陸別町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算認定について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第６ 議案第７０号平成２６年度陸別町一般会計歳入歳出決

算認定についてから、日程第１２ 議案第７６号平成２６年度陸別町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算認定についてまで、７件を一括議題とします。

提案理由の説明を求めます。

野尻町長。

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第７０号平成２６年度陸別町一般会計歳入歳出決算

認定について、続きまして、議案第７１号平成２６年度陸別町国民健康保険事業勘定特別

会計歳入歳出決算認定について、続きまして、議案第７２号平成２６年度陸別町国民健康

保険直営診療施設勘定特別会計歳入歳出決算認定について、続きまして、議案第７３号平

成２６年度陸別町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、続きまして、議案第

７４号平成２６年度陸別町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、続きまし

て、議案第７５号平成２６年度陸別町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定につい

て、続きまして、議案第７６号平成２６年度陸別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について、以上、議案第７０号から議案第７６号まで、７件一括して、別紙監査委員

の意見を付しまして、議会の承認を求めるものであります。

内容につきましては、副町長のほうから説明いたしますので、御審議のほどよろしくお

願い申し上げます。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） それでは、議案第７０号から第７６号まで一括して説明をさ

せていただきます。

議案第７０号平成２６年度陸別町一般会計歳入歳出決算認定について。

それでは、資料のナンバー１１をお開きいただきたいと思います。

資料のナンバー１１になります。これは、２６年度の一般会計における歳出決算資料で

あります。

ナンバー１１の資料は、２６年度の歳出決算資料でありまして、自治体の予算執行は各

課の配当主義に基づくもので執行しております。したがって、各課の配当別の執行状況と
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なります。したがって、これから歳出などで御説明します各科目ごとの決算額とは違いま

すので、そこら辺御了承をいただきたいと思います。

まず、一般会計ですけれども、総務課においては、予算額が２３億８,９５３万９４７

円、決算額が２３億９３０万６,６４０円、執行率は９６.６％になります。繰越明許費、

これは２６年度から２７年度に繰り越しする明許費であります。総務課については、５,

６４４万９,０００円、不用額が２,３７７万５,３０７円となります。

それから、町民課ですが、予算額２億５,４７４万７,０００円に対して、決算額が２億

４,７１４万９,３０５円、執行率は９７％になります。明許費が２４３万円で、不用額が

５１６万７,６９５円になります。町民課においては、特別会計、二つの会計も担当して

おります。右側にあります特別会計決算額ですが、まず上段が、国民健康保険事業の決算

額、予算額が４億９,７２０万３,０００円に対して、決算額が４億８,２６３万４,１２３

円、９７.１％の執行率になります。不用額については、１,４５６万８,８７７円となり

ます。

その下、これは後期高齢者医療特別会計の予算でありますが、予算額４,２０６万４,０

００円に対して、決算額が４,１４０万６,７１３円であります。不用額が、６５万７,２

８７円となります。

保健福祉センター、予算額が３億１,３８４万８,６９２円、決算額が３億２２７万２,

２８１円で、９６.３％の執行率。繰越明許費が１８万円。不用額が１,１３９万６,４１

１円となります。保健福祉センターにおいては、介護保険の特別会計も担当しておりま

す。右側になります。予算額２億７,９２５万４,０００円に対して、決算額が２億７,２

６４万２,８１９円、９８.４％の執行率です。不用額が６６１万１,１８１円となりま

す。

産業振興課ですが、予算額１３億９,５８５万９,４０８円、決算額が６億３,６２７万

４,６３２円、４５.６％の執行率となります。それは、繰越明許費において、７億１,２

６９万７,４００円、この金額が大きいがために執行率が下がっているということになり

ます。不用額ですが、４,６８８万７,３７６円。

建設課です。予算額が９億３,９８２万８,８３７円、決算額が９億２,１７２万６,８６

０円で、９８.１％の執行率となります。繰越明許費が１,２５０万円、不用額が５６０万

１,９７７円となります。

特別会計につきましては、建設課は簡易水道事業特別会計、それから公共下水道事業の

特別会計、二つを担当しております。

上段、まず簡易水道ですが、予算額２億１３３万５,０００円に対して、決算額が１億

９,６８１万５,０６４円、９７.８％の執行率。不用額が４５１万９,９３６円となりま

す。

その下、下水道ですが、予算額１億５４８万円、決算額が１億３４３万７,７９６円、

執行率９８.１％になります。不用額が２０４万２,２０４円となります。
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それから、教育委員会ですが、予算額１億４,９７５万８１６円の予算に対して、決算

額１億４,１４０万７,４６１円、執行率は９４.４％。不用額が８３４万３,３５５円であ

ります。

国保診療所でありますが、特別会計です。予算額４億２,０４４万２,０００円に対し

て、執行額が４億１,３６８万５,６０６円、９８.４％の執行率となります。不用額は６

７５万６,３９４円であります。議会においては、予算額３,８２６万１,０００円に対し

て、３,７６４万７,０４１円、９８.４％の執行率。不用額が６１万３,９５９円となりま

す。

監査ですが、予算額２１７万９,０００円に対して２１５万８５８円、９８.７％の執行

率です。不用額は２万８,１４２円。

選挙管理委員会です。予算額７３５万９,０００円に対して５６７万１,４５９円、７

７.１％の執行率となります。不用額は１６８万７,５４１円となります。

農業委員会ですが、８９６万８,０００円の予算に対して８６６万９,４３３円。９６.

７％の執行率となります。不用額が２９万８,５６７円となります。

一般会計の予算額につきましては、５５億３３万２,７００円の予算に対して、決算額

が４６億１,２２７万５,９７０円、８３.９％の執行率となります。明許費の合計が７億

８,４２５万６,４００円です。不用額が１億３８０万３３０円。

特別会計ですが、予算額１５億４,５７７万８,０００円に対して、決算額１５億１,０

６２万２,１２１円、９７.７％の執行率となります。不用額の合計が３,５１５万５,８７

９円であります。

下の表は、一般会計と特別会計の予算額、決算額と不用額を合わせたものでありまし

て、一般会計、特別会計合わせた合計額は、予算額が７０億４,６１１万７００円、決算

額が６１億２,２８９万８,０９１円、繰越明許費は一般会計だけですので、７億８,４２

５万６,４００円、不用額が１億３,８９５万６,２０９円となります。下の二重丸があり

ますが、一般会計は各課などの配当予算の決算額を記載しております。

人件費、一般職、特別職は、一般会計分を総務課。総務課を除く、時間外勤務手当は各

課に配当しております。一般職、特別職については、総務課に計上していると。

特別会計については、各決算額に人件費を含んでおります。

ちなみに、参考ですけれども、一般会計５５億３３万２,７００円の予算ですが、これ

から繰越明許費を引いた額、つまり経常的な予算でいきますと、４７億１,６０７万６,３

００円の予算になります。それで、執行額が４６億１,２２７万５,９７０円ですから、通

常ベースでいけば、９７.８％の執行率となることになります。

それでは、次の資料、ナンバー１２の資料をお開きください。

ナンバー１２の資料は、２６年度の一般会計歳出決算額に対する財源内訳表ということ

で、左側の決算額、繰越明許費、不用額は、前のページ、ナンバー１１と同じでありま

す。右側が、歳出総額に対する財源内訳として、一般財源、特定財源の割合を示しており
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ます。

まず、総務課でいきますと、歳出総額２３億９３０万７,０００円に対して、一般財源

は２０億２２２万２,０００円です。一般財源の割合は８６.７％となります。ちなみに、

なぜ総務課が一般財源が多いかといいますと、これは普通交付税、地方交付税が総務課の

ほうで担当しておりますので、その分のウエートが高いということになります。

特定財源は、３億７０８万５,０００円。これは１３.３％になりますが、特定財源とい

うのは、分担金ですとか、使用料、手数料、それから、国、道の補助金ですとか、地方

債、基金繰入金などが、主な特定財源となります。

町民課においては、歳出総額２億４,７１４万９,０００円に対して、一般財源１億６,

７７２万３,０００円で、６７.９％の割合です。町民課も一般財源が多いのは、町税関係

が一般財源として入ってきますので、町税関係の割合が高いと、そういった部分で一般財

源の比率が高いわけであります。特定財源としては、７,９４２万６,０００円、３２.１

％になります。

保健福祉センター、歳出総額３億２２７万２,０００円に対して、一般財源１億４,０４

３万４,０００円、４６.５％になります。特定財源は、１億６,１８３万８,０００円、５

３.５％となります。保健福祉センターの特定財源が多いのは、特に福祉関係の国の補助

金ですとか、道の補助金の割合が高いという部分で、若干、特定財源のほうが割合が高く

なります。

産業振興課、６億３,６２７万５,０００円の歳出総額に対して、一般財源は２億２,８

０８万８,０００円。特定財源４億８１８万７,０００円となります。一般財源の割合は、

３５.８％。特定財源については、６４.２％となります。

建設課、歳出総額が９億２,１７２万７,０００円ですが、一般財源としては、２億３,

８７４万１,０００円、２５.９％。特定財源６億８,２９８万６,０００円、７４.１％と

なります。

それから、教育委員会ですが、歳出総額１億４,１４０万８,０００円に対して、一般財

源１億１,０１４万３,０００円。特定財源が３,１２６万５,０００円で、一般財源の割合

は７７.９％。特定財源が２２.１％となります。

議会については、全額３,７６４万７,０００円が一般財源。

それから、監査についても、２１５万１,０００円。全額、一般財源となります。

選挙管理委員会については、５６７万１,０００円に対して、一般財源が７４万１,００

０円、１３.１％になります。特定財源が４９３万円ですが、これは２６年度において

は、衆議院議員選挙、それから、北海道知事、北海道議会議員選挙がありまして、これか

ら歳入で説明しますけれども、国の委託金、道委託金が入ってきます。それが、特定財源

となりますので、そのウエートが高くなると。

農業委員会ですが、歳出総額８６６万９,０００円に対して、一般財源は５２３万４,０

００円、６０.４％。特定財源が３４３万５,０００円となります。
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合計で、４６億１,２２７万６,０００円に対して、一般財源としては、２９億３,３１

２万４,０００円、６３.６％。特定財源が１６億７,９１５万２,０００円で、３６.４％

となります。

その下に、一般財源総額３０億７,３７７万８,０００円とあります。これは、つまり歳

入全体に占める一般財源の総額でありまして、これから歳入歳出同額における一般財源

分、２９億３,３１２万４,０００円を引いたもの、１億４,０６５万４,０００円が繰越金

となっていきます。

二重丸が二つありますが、財源内訳、これについては、財政状況調査より記載しており

ますので、千円単位となっております。したがって、歳出総額、並びに財源内訳は、千円

未満を四捨五入した金額で記載をしております。したがって、歳入決算額４７億５,２９

３万９９円から歳出総額４６億１,２２７万５,９７０円を引いた、１億４,０６５万４,１

２９円。これから、繰越明許費繰越額５,８１０万２,４００円、それと基金積立金の４,

２００万円を引いた控除差額が４,０５５万１,７２９円となって、２７年度へ繰り越しす

る繰越金となります。

次、資料のナンバー１３になります。

これは、２６年度繰り越しということで、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金

事業、地方創生先行型に係る繰越明許費、２７年度への繰越明許費の一覧になります。こ

れは、事前に国の承認を得て、２６年度補正予算、あるいは２７年度当初予算の補正予算

などにおいて、最終決定をされております。

地域消費喚起・生活支援型。これは、産業振興課、商工業担当のプレミアムつき商品

券、金額１,０１０万円。これに対して、国のほうから７７０万８,０００円を充当すると

いうこと。一般財源と道、２３９万２,０００円とありますが、北海道からプレミアムつ

き商品券において２００万円の補助金があります。したがって、一般財源は３９万２,０

００円となります。

以下、地方版総合戦略先行型とありますが、これは後ほど、説明をさせていただきたい

と思います。

それから、次のナンバー１４の資料をお開きください。

ただいま説明した２７年度、２６年度からの繰越明許費事業の一覧、一般会計分です。

広報活動事業５０万円。これは、繰越明許費になりまして、決算書歳出の３５ページに

入ってきます。国、道補助金３０万円、これは先行型の事業。

光ケーブル通信管理事業１９３万円は、これは先行型とは違います。

町有林拡大事業。これも歳出の３７ページになります。

それから、民間活用住宅建設事業２,１８０万円。これも歳出の３９ページになりま

す。

それから、まちづくり事業６００万円。不在業種起業家支援事業であります。これも３

９ページ。
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それから、移住交流対策事業８０万円。これも歳出の３９ページに出てきます。

地方版総合戦略策定事業、８節から１９節まででございますが、８節１５万３,０００

円、９節３８万４,０００円、１１節５万８,０００円、１９節３万円。これは、歳出のま

ず、８節、９節、１１節については、歳出の３７ページ。それから、１９節については、

歳出の３９ページに出てきます。地方版総合戦略策定事業に係る経費、これについては、

合計で６２万５,０００円となります。

太陽光発電設置事業５０万円。これ、１台分ですけれども、これも歳出の３９ページに

出てきます。

乳幼児紙おむつ用埋め立てごみ袋支給事業１８万円。これについては、歳出の５１ペー

ジに出てきます。

それから、緊急雇用対策事業、町単独分ですが、１１節から１６節まであります。合わ

せて２００万円ですが、これは歳出の６１ページに出てきます。

次のページになります。

地元雇用促進事業１,００８万円。これについては、歳出の６１ページに出てきます。

農林推進協議会運営事業１００万円。これについては、歳出の６３ページ。これは、め

ぐり会い交流事業ということで、婚活事業という部分になります。

畜産生産基盤育成強化事業６億２,３７０万７,０００円。これも歳出の６３ページに出

てきますが、これは畜産クラスター事業のユニバースへの補助金であります。

それから、森林保護事業（野ねずみ駆除）７２４万９,０００円。これは、歳出の６７

ページに出てきます。

商工業振興事業（プレミア商品券発行事業）１,０１０万円。

それから、次の下の商工業振興事業（商業活性化施設運営費補助）１９節１０８万９,

０００円。

それから、商業活性化施設整備事業（施設整備分）２,３５６万９,４００円。

それから、その下の商業活性化施設整備事業（備品購入費分）１９節９９９万円。

これらについては、歳出の６９ページに出てきます。

この金額については、全部で４,４７４万８,４００円の事業費となります。

観光振興事業１５０万円。歳出の６９ページに出てきますが、これは、ことしの第２０

回の夏祭りにおける記念事業として５０万円、それから、来年の２月にある、第３５回し

ばれフェスティバルの記念事業に１００万円の１５０万円となります。

町道殖産４号線道路整備事業、委託料で１,２００万円。これは、歳出の７３ページに

出てきます。これは、用地確定測量が３００万円、測量設計が９００万円という内訳にな

ります。

それから、その下、消防費臨時的経費（高機能指令センター、消防救急無線デジタル化

整備負担金）４,９０２万４,０００円。これは、歳出の７５ページに出てきます。

この合計、７億８,４２５万６,４００円というのは、先ほども数字などを言っておりま
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すが、歳出の９１ページに出てきます。財源としては、トータルで、６億５,７５５万４,

０００円。内訳としては、国の補助金３,１８４万７,０００円が地方創生に係る交付金と

なります。北海道からは、６億２,５７０万７,０００円で、ユニバースに係る補助金６億

２,３７０万７,０００円と、プレミア商品券の２００万円であります。起債が５,５５０

万円。その他の財源１,４２４万５,０００円ですが、このうち未収分が１,３１０万円、

収入済額が１１４万５,０００円であります。一般財源としては、５,６９５万７,４００

円となります。

それでは、次のナンバー１５をお開きください。

これは、平成２６年度繰越明許事業実績一覧でありますが、平成２５年度からの繰越明

許費となります。

まず、町有建物解体事業、繰り越した額は９１８万円ですが、実績としては８８５万

６,０００円になります。この実績額というのは、既に２６年度において、執行した額と

いうことになります。したがって、繰越明許費の９１８万円については、決算書歳出の３

２ページ、３４ページに出てきます。それから、実績額については、３６ページに出てき

ます。

道営担い手畑地帯総合整備事業、これは営農用水の第２トラリ地区ですが、繰り越した

額が２２５万４,７００円。これは、歳出の６０ページ、６２ページ。それから、実績額

が２２５万４,４３５円。これは、歳出の６２ページに出てきます。それで、ここの財源

内訳の起債２２０万円については、歳入の２８ページに出てきます。

それから、次、下、消防費臨時的経費、消防救急無線デジタル化整備負担金７,８６８

万７,０００円の繰越額に対して、執行額が７,２５０万２,０１２円、繰越額について

は、７４ページ、歳出の７４ページに出てきます。起債が実績でいけば７,２５０万円で

すが、繰り越し予定の額では７,８６０万円でした。したがって、この差６１０万円とい

うのが、不用額として出てきますし、一般財源では２,０１２円となります。したがっ

て、総額でいきますと、９,０１２万１,７００円、これが繰り越しの額になります。歳出

９０ページ、歳入の３０ページになりますけれども、実際に執行した額が８,３６１万２,

４４７円。起債が７,４７０万円。一般財源が８９１万２,４４７円となります。

それでは、決算書の１０３ページをお開きください。

決算書の１０３ページは説明資料になります。

まず、その次のページ、１０４ページをお開きいただきたいと思います。

決算書１０４ページになります。

第１表は、平成２６年度の歳入歳出決算の総括でありまして、予算額５５億３３万２,

７００円に対して、決算額、歳入が４７億５,２９３万９９円。歳出が４６億１,２２７万

５,９７０円、差し引き１億４,０６５万４,１２９円。これから、翌年度繰越財源５,８１

０万２,４００円、財政調整基金に積んだ４,２００万円を差し引いた、４,０５５万１,７

２９円が２７年度への繰越金となります。
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それで、予算に対する決算額の比較増減ですが、歳出では８億８,８０５万６,７３０円

が不用額、執行率は８３.９％となります。

第２表が、歳入実績最近年度比較表になります。

まず町税ですが、２６年度収入済額が３億３９６万２,６１２円で、前年度より３２７

万６,３４４円増となっております。不納欠損が６万５,７００円で、これは５件分です。

収入未済額が１５１万４,３８５円で、１９２件分になります。

地方交付税ですが、２６年度、２４億１,２３５万２,０００円で、前年度から見ると、

１億７,７７８万３,０００円ほど減額となっております。それで、監査意見にありました

けれども、繰入金５億２,２２９万６,０００円ということで、前年度から見ると３億４,

２０２万６,０００円ほど、基金の取り崩し額が大きくなっております。大型事業もござ

いましたけれども、交付税の１億７,７７８万３,０００円の減額が大きな要因となってき

ます。したがって、監査意見にもありますけれども、歳入に占める自主的な財源、つまり

自主的な財源というのは、町の条例などでお金を徴収できるわけですが、その割合という

のが、２６年度においては、２６.４％でありまして、前年度から見ると、５.６％ほど上

回っております。これは、どういうことかといいますと、先ほど言いましたように、交付

税が落ちた分、基金の取り崩しをしていますので、その分で自主財源の割合が高くなって

いると、そういったことで御理解をいただきたいと思います。

それから、依存財源。これは、どういうことかといいますと、国ですとか、北海道から

の補助金ですとか、そういったものが大きな要因でありますけれども、地方債も当然、町

債も依存財源となってきます。これらの２６年度の割合というのは７３.６％で、先ほど

自主財源が伸びた分、依存財源が同率の５.６％ほど、前年度から見ると落ちているとい

うことになります。

次のページ、１０６ページですが、歳出実績最近年度比較表になります。

議会費においては、５,６００万４,７３８円の執行となります。これは、９８.９％の

執行率。

それから、総務費においては、９億２,９９９万８,９０９円。執行率は、９５.１％と

なります。

次、民生費ですが、支出済額が５億５,２２５万２,７６４円。繰越明許費などもござい

ますが、執行率は９７.９％。

それから、衛生費については、４億６,４３２万１,６４０円で、執行率は９８.８％。

労働費につきましては、３,６１５万８,０６８円で、７１.７％の執行率と。

農林水産業費においては、４億３,０４３万４,２１７円で、執行率は３９.１％となり

ます。これは、先ほども説明しましたけれども、翌年度、繰越明許費が６億３,１９５万

６,０００円あるがために執行率が下がっているということになります。

商工費２億４,７１５万５,９６５円。執行率は８２.８％となります。

土木費ですが、３億５,１９３万６,３４９円。執行率は、９５.９％。
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それから、消防費３億３２１万８,３０１円ですが、執行率は８４.５％。

それから、教育費については、７億５４万５,８２２円で、執行率は９８.７％。

災害復旧費については、１,６５６万４,３１１円で、執行率は９９.６％。

公債費については、２６年度、５億２,３６８万４,８８６円で、執行率が９９.９％。

予備費は１件、執行済みであります。

したがって、支出総額４６億１,２２７万５,９７０円で、繰越明許費は７億８,４２５

万６,４００円。不用額は１億３８０万３３０円。執行率は８３.９％となります。

それでは、繰越明許費の２６年度分、２５年度分については、先ほど説明した資料のナ

ンバー１４－１、１４－２、ナンバー１５がありますので、後ほどごらんをいただきたい

と思います。

それから、第４表の町税徴収実績表であります。

まず、左側が現年度分、右側が滞納繰越分になります。

まず、町民税、調定額１億１,８８９万６,４９５円で、収入済額が１億１,８４５万５,

２６７円。収入未済額が４４万１,２２８円で、１５人、３４件分の未収がありました。

滞納繰越分でいきますと、１０３万６,３３８円で、収入済額が４１万８,５０６円。６１

万７,８３２円の未収がございます。これは、２法人、４件であります。その内訳として

は、個人分が収入済額１億４５２万７,３６７円で、収入未済額が４４万１,２２８円。こ

れは先ほど言いました１５人、３４件分。個人分については、収入歩合は９９.６％とな

ります。滞納繰越分については、個人が７３万５,５３８円に対して、収入済額が４１万

８,５０６円、未収が３１万７,０３２円で、収納割合が５６.９％であります。これは、

１４人、３９件分の未収ということになります。法人分については、現年度分は１００％

の収納でございます。滞納繰越分については、調定額３０万８００円ですが、収入はあり

ませんでした。収入未済が同額でありまして、これは２法人、２件分であります。

固定資産税ですが、調定額１億５,８１４万６,８００円に対して、収入済額は１億５,

７８９万１００円、不納欠損１件、１万４,７００円がございます。未収は２４万２,００

０円で、１０人、４６件分であります。滞納繰越分４６万８,５２５円ですが、収入済額

が２２万６,８００円、不納欠損が５万１,０００円で、４件分です。収入未済額が１９万

７２５円で、１５人、６７件分となります。

軽自動車税ですが、調定額４７８万３,４００円、収入済額が４７６万８００円で、収

入未済額が２万２,６００円、３人、４件分であります。滞納繰越分については２万５,６

００円で、収入済額も２万５,６００円、１００％の収納となりました。

町たばこ税については、２,２１８万５,５３９円で、同額収入となっております。

町税の実績としては、調定額現年度分が３億４０１万２,２３４円で、収入済額が３億

３２９万１,７０６円、不納欠損が１件、１万４,７００円、収入未済額が７０万５,８２

８円で、２８人、８４件分になります。収入割合は９９.８％となります。滞納繰越分で

すが、調定額１５３万４６３円で、収入済額が６７万９０６円、不納欠損が５万１,００



― 23 ―

０円で、４件分。収入未済額が８０万８,５５７円で、２法人、２９人、１０８件分であ

ります。収入歩合は４３.８％となります。

それから、次のページになります。

第５表、歳出の性質分析表でありまして、これは国に提出する平成２６年度の財政状況

調査に基づく性質別の分析表であります。例えば、ここにあるように、区分でいけば、人

件費、物件費、維持補修費とがございます。この中で、特にポイント的になるのが、自治

体の義務的経費と言われるもの、つまり人件費と扶助費、公債費、公債費というのは、借

金を返すお金ですけれども、つまり人件費でいくと、６億６,７７１万２,０００円、扶助

費が２億２,２９９万２,０００円、公債費が５億２,３６８万６,０００円、この人件費、

扶助費、公債費というのが自治体の義務的経費と言われるものでして、これらの総額が１

４億１,４３９万円であります。したがって、先ほど説明した歳入の自主財源と言われる

ものというのは、１２億５,５２３万３,０００円しかありません。したがって、１億５,

９１５万７,０００円、足りない分というのは、地方交付税ですとか、そういったものを

充当してこの義務的経費に充てているという内容になります。

それから第６表の最近５年間の決算額調、これについては、後ほど御参照をいただきた

いと思います。

次のページ、１１０ページになります。

この１１０ページの表については、２６年度決算から添付を義務づけられたものであり

まして、第７表の引き上げ分の地方消費税交付金、社会保障財源化分が充てられる社会保

障４経費、その他社会保障施策に要する経費ということであります。つまり、２６年度、

消費税が５％から８％に３％上がりました。それに係る地方消費税交付金が北海道から交

付されますけれども、その分の一部が、ここにありますけれども、歳入で言えば地方消費

税交付金、社会保障財源化分として５４４万円をこの３分野、この各事業に充てなければ

ならないと、そういうことになっています。

それでは、追加資料のナンバー２をお開きいただきたいと思います。

追加資料のナンバー２の平成２６年度地方消費税交付金の使途ということで、資料を添

付させていただきました。先ほど、説明したように、平成２６年の４月から引き上げられ

た消費税の引き上げ分について、消費税法第１条第２項により、社会保障施策、社会福

祉、社会保険及び保健衛生に関する施策に要する経費に充てることとされたと。また、引

き上げ分の消費税の使途については、地方自治体の予算書、決算書の説明資料などにおい

て明示することが求められていることから、今年度の一般会計決算書説明資料に第７表と

して、資料を明示したところであります。

税率の改正ですが、２６年３月３１日までは、消費税率は５％でした。４月から８％に

なりました。そのうち、地方消費税分というのは、これは５％のときは１％であります。

つまり、４％は国が徴収をするということであります。今度、８％になりましたから、地

方消費税分というのは１.７％、０.７％上がりました。したがって、国のほうは６.３％
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分を徴収するということになります。うち、地方消費税分５％のときは１％でしたが、こ

の１％の２分の１ずつが、北海道が０.５％、市町村が０.５％となります。今度、改正に

よりまして、８％になることによって、地方消費税分が１.７％になりました。したがっ

て、その２分の１ずつ、北海道が０.８５％、市町村が０.８５％と。したがって、０.８

５％と０.５％のアップ分の差、０.３５％分について、社会保障費のほうに充てなさい

と、そういうことになります。したがって、この表になります。

つまり、この表になりますけれども、２６年度の地方消費税市町村交付金金額内訳とい

うことで、交付時期は６月、９月、１２月、３月、年４回です。北海道の地方消費税総

額、これは先ほど言いました１.７％分です、地方分が。ここに記載の金額、北海道の１.

７％分の合計額が６７５億９,６２１万８,９７６円で、１％分というのが５６２億８,７

０５万５,６７７円、社会保障財源分ということで、１１３億９１６万３,２９９円となり

ます。今度、陸別町に交付される分というのはどういうことかといいますと、その０.８

５％になります。したがって、合計が３,２０８万２,０００円となります。それで今度、

従来分というのは、０.５％分です。この合計が、２,６６４万２,０００円となって、社

会保障財源分として０.３５％分、５４４万円を、先ほど説明した社会保障分野にこのお

金を充てなさいという国の指導であります。したがって、ここに、下にありますけれど

も、市町村に交付される消費税交付金は、北海道に納付された地方消費税１.７％のうち

の２分の１、０.８５％分の額を人口と就業者数により案分し、北海道にある市町村に交

付される。社会保障財源分というのは、人口による案分のみということになります。

では、もう一度、決算書１１０ページにお戻りください。

先ほど説明した歳入、地方消費税交付金、社会保障財源化分で５４４万円。歳出で、社

会保障４経費、その他社会保障施策に要する経費、７億１,５９９万４,０００円ですが、

この対象経費については、職員の人件費ですとか、事務費は対象外になっています。した

がって、衛生費、民生費関係が主な対象になっておりまして、２６年度、例えば、社会福

祉でしたら、社会福祉事業で７,２１９万９,０００円。財源内訳としては、ここに記載の

とおりであります。障害者福祉事業だったら、１億４,１７８万７,０００円、高齢者福祉

事業だったら、４,７２１万７,０００円と。事業費、決算額を出してきまして、社会福祉

事業分野でしたら、３億４,６５１万６,０００円で、消費税の充当額は１６６万４,００

０円となります。

それから、社会保険関係、これは特別会計への繰出金です。介護保険への繰出金３,８

４０万５,０００円、国民健康保険への繰出金６,２１４万５,０００円、後期高齢者医療

５,０６４万３,０００円。１億５,１１９万３,０００円で、消費税分の交付額１４２万

４,０００円の充当と。

それから、保健衛生費でいけば、予防対策事業、診療所事業、その他保健衛生事業とい

うことで、２億１,８２８万５,０００円で、消費税交付金が２３５万２,０００円で、５

４４万円となります。今回、２６年度決算書はこのように資料をつけましたので、今度、
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２８年度の当初予算からもこのようについてきます。

それでは、決算書８ページ、歳入から説明をいたします。

８ページ、歳入です。

まず、１款町税ですが、資料ナンバーの１６の１、２に町税の調定・収入状況調書、そ

れから資料ナンバー１７に、十勝市町村税滞納整理機構、引継収納状況、説明資料ナン

バー１８に不納欠損の状況調べをつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思

います。

まず町税ですが、収入済額３億３９６万２,６１２円、９９.５％の収納です。前年度よ

り３２７万６,３４４円の増となっておりまして、ことしの３月３１日現在の人口で割り

かえしますと、町民一人当たり１１万８,０９０円となります。この収入済額の中には、

十勝税滞納整理機構からの収入が９件、２９万２,７７２円を含んでおります。不納欠損

額については、６万５,７００円で５件、収入未済額が１５１万４,３８５円で、５７人、

２法人、１９２件となります。

町民税は、１億１,８８７万３,７７３円で前年度より４５９万６,１１６円ほどふえて

おります。収納率は９９.１％で、収入未済額が１０５万９,０６０円、２法人、２９人、

７５件の未収であります。

それから、個人、現年課税分については、１億４５２万７,３６７円で９９.６％。未収

が４４万１,２２８円で、１５人、３４件分であります。なお、４４万１,２２８円のう

ち、３人、３件、２万１,７８２円が８月までに入金されております。それから、滞納繰

越分４１万８,５０６円、５６.１％ですが、この４１万８,５０６円の中には、十勝税滞

納整理機構から１９件、２０万９,３７２円の収入があります。収入未済額３１万７,０３

２円です。１４人の３９件ですが、このうち８月までに３人、７件、７万２,４６６円が

入金となっております。

法人ですが、まず現年度分と滞納繰越分を合わせた額の収入済額が１,３９２万７,９０

０円であります。未収が３０万８００円で、２法人、２件であります。現年度分は、１,

３９２万７,９００円、１００％の収納となっております。滞納繰越分については、３０

万８００円調定しましたけれども、そのまま未収となっております。２法人、２件分であ

ります。

固定資産税の総額については、１億５,８１１万６,９００円で、前年度より若干ですけ

れども、３９万３,７２５円ほどふえております。９９.７％であります。不納欠損が６万

５,７００円、５件分であります。未収が４３万２,７２５円で、２５人、１１３件分であ

ります。固定資産税の現年度分１億５,１４７万９,３００円で、前年度から見ると２５万

６,０００円ほどふえておりますが、不納欠損１件で、１万４,７００円、未収で２４万

２,０００円で、１０人の４６件でしたが、８月末までに３人、８件、１万９,６００円が

入金になっております。それから、滞納繰越分２２万６,８００円ですが、不納欠損５万

１,０００円、４件であります。ちょっと戻りまして、収入済額２２万６,８００円の中に
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は、十勝税滞納整理機構から２０件分、７万９,４００円が含まれております。それか

ら、未収の１９万７２５円、１５人の６７件分ですが、８月末までに２人、６件、２万

１,８００円が収納になっております。国有資産等所在市町村交付金については、６４１

万８００円で、１００％になります。

軽自動車税については、現年度分で４７６万８００円で、２万２,６００円の未収。３

人、４件分になります。滞納繰越分が２万５,６００円ですが、税滞納整理機構から４,０

００円がこの中に入ってございます。

町たばこ税については、２,２１８万５,５３９円、１００％となります。

２款の地方譲与税から７款自動車取得税交付金、これらについては、国なり北海道から

交付されるものであります。なお、利子割交付金ですとか、配当割交付金、株式等譲渡所

得割交付金、これらについては、経済状況によって、毎年若干変動があるものでございま

す。

それと、１０ページ、地方消費税交付金、先ほど説明しましたが、今年度、３,２０８

万２,０００円ということで、前年度よりも５６０万円ほどふえております。

それから、自動車取得税交付金については、税率改正ですとか、今言った軽減税率があ

りましたので、８８８万６,０００円ということで、前年度より１,０４３万円ほど減額と

なっております。

それから、１２ページになります。１３ページの１節の地方特例交付金、３３万６,０

００円。これは個人住民税における住宅借入金等の特別税額控除に係る減少補塡分であり

ます。

それから、地方交付税であります。収入済額２４億１,２３５万２,０００円ですが、先

ほど説明しましたけれども、前年度から見ると１億１,７７８万３,０００円ほど減額と

なっております。内訳としては、普通交付税が２１億７,００７万４,０００円、特別交付

税が２億４,２２７万８,０００円となります。３月末の人口で、一人当たりを割りかえし

ますと、地方交付税は町民一人当たり８４万３,０７５円となります。ちなみに、先ほど

言いましたけれども、１億１,７００万円ほど落ちております。２５年度においては、町

民一人当たり９０万７,０４２円ということで、７万円ちょっと落ちていると、そういう

ことになります。

それから、１０款の交通安全対策特別交付金、これについては、決算額ゼロでありま

す。これは、交通違反の反則金などがルールに基づく計算によって交付されるわけですけ

れども、２５年度においては５２万３,０００円ありましたけれども、今年度はゼロで

す。これは、どういうことかというと、この交付基準額というのは２５万円というライン

が決まっておりまして、その交付額が２５万円を切ると交付されないということになりま

す。

分担金及び負担金、１項の分担金、総務費分担金であります。１５２万１,８１８円、

これはＵＨＢ、ＨＴＢの地上デジタル中継局、施設整備分担金でありまして、これは２１
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年度から５年間、つまり２６年度で終わるものでございます。それから、負担金、老人福

祉費負担金３５８万４,４００円、これは町外養護老人ホームに入所されている９名の方

の負担金であります。

それから、使用料及び手数料、使用料、総務使用料の行政財産使用料６８４万２,３８

４円、これは行政財産使用料ですから、主に町有地ですとか、庁舎、あるいは天文台、交

流センターなど１２施設の使用料、多いのは自販機ですとかそういったものが結構大きく

なっております。

それから、福祉館等使用料７万９,７５０円、これは福祉館の使用料ですが、これは目

的外に使った場合に有料となります。例えば、葬儀ですとか、法事ですとか、建設工事の

従業員の交通安全教育だとか、そういう目的外に使った場合、有料となります。その金額

が７万９,７５０円。

それから、タウンホール使用料、１５ページになります。９万５,１００円。前年度か

ら見ると４万７,０００円ほど減額となっております。

４節のふるさと交流センター使用料１,４０８万４,２００円。資料のナンバー２４の１

に管理費内訳、それからナンバー２４の２には利用状況をつけております。ちなみに、２

６年度、ふるさと交流センターにおいては３,８１１人の利用ということで、前年度から

見ると１７８人の減となっております。

それから、５節の銀河の森宇宙地球科学館等使用料１,５６５万６,５００円。内訳とし

ては、天文台が２６２万２,０００円。コテージが１,３０３万４,０００円ですが、天文

台の利用者については、８,５６４人ということで、前年度から見ると４６０人ほどの

減。コテージについては、６６０棟の稼働でありましたが、前年度から見ると、マイナス

１２棟となっております。ちなみに、資料ナンバー２５に天文台の実績、ナンバー２６に

コテージ村の実績をつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

それから民生使用料、１節の老人福祉使用料２０９万３,８００円。これは、福寿荘入

居者６名分の使用料。児童福祉使用料９０５万６,５００円。これは、保育料でありま

す。ことしの３月２５日現在の卒園式における幼児数は、２歳児が１８人、３歳児が１８

人、４歳児が１３人、５歳児が２３人の合わせて７２名でございます。

福祉住宅使用料７２万円。これはからまつハウスの利用者６世帯に係る使用料でありま

す。

それから、衛生使用料、保健衛生使用料２２８万５,１５０円、これは公衆浴場等に係

る分ですが、利用者が９,５４９人、２２７万１,６５０円。墓地使用料が１万３,５００

円であります。それから、水道使用料４３０万４,６２６円、これは小利別専用水道の使

用料であります。件数としては４１８件となります。

農林水産使用料の１節の農林水産使用料１７万２,８４９円、これは加工センターの使

用料になります。それから、営農用水使用料５２９万６,２４４円、これは上陸別地区の

営農用水とトラリ地区の営農用水の二つの営農用水ですが、まず上陸別地区については４
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３７件で３１１万８,４１２円、トラリ地区については２５２件で、２１７万７,８３２円

となっております。

商工使用料は公園使用料。これはイベント広場の使用料、オフロードコースも含めた使

用料で４万１,９６０円。

土木使用料、道路橋りょう使用料２３５万１,６７４円、これは町道の占用料１１件分

です。

それから、河川使用料６万５０７円、町管理河川の占用料１３件分。住宅使用料６,８

００万３,６００円は、未収が一人ございますが、２万２,４００円。これは８月末までに

全額納入となっております。住宅使用料については、公営住宅ですとか改良住宅、特公賃

住宅、そういった町営住宅関係に係る使用料でございます。

それから教育使用料、社会教育使用料３万９,１４４円は、公民館陶芸室の使用料、そ

れから公民館の使用料になります。資料館使用料、これは関寛斎資料館の使用料１１万

６,１００円。学童保育所使用料１３２万３,０００円。年度末、ことしの３月末現在、１

５人の利用となっております。

次のページ、手数料です。総務手数料１６４万５,２５０円。これは戸籍関係の証明手

数料、それから住基関係の手数料、そういったものが主なものでございます。

衛生手数料、これについては、５８６万４,６６４円。これは、ごみ袋販売ですとか、

狂犬病の予防注射、畜犬登録などが主なものでございます。同じく水道手数料８,０００

円は、新設工事審査に係る手数料１件となります。

○議長（宮川 寛君） とめてください。

昼食のため、午後１時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０４分

再開 午後 １時００分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 決算書１７ページ中段、国庫支出金の民生費負担金、社会福

祉費負担金７,３１２万４,３００円とあります。この中には、障害者介護給付費負担金で

すとか、障害者訓練等給付費負担金、身体障害者自立支援医療費負担金など、国の負担金

２分の１相当分がこの中に全部入っております。

それから、児童福祉費負担金１,８５３万１,４８６円の中には、児童手当に係る国の負

担金１,８３０万円程度が入ってございます。

それから、衛生費負担金の保険衛生費負担金、この４万９,６８０円は母子保健衛生費

負担金であります。

国庫補助金ですが、総務管理費補助金８５１万８,０００円は、マイナンバー制度にお

ける補助金４５７万４,０００円がこの中に入ってございます。

民生費補助金、社会福祉費補助金１,２０４万３,０００円。この中には、２６年度新規
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に国から示された臨時福祉給付金事業の補助金７９４万円。それから、子育て世帯臨時特

例給付金の補助金２２０万円、これがこの中に入ってございます。

児童福祉補助金費４５０万８,０００円は、保育緊急確保事業費補助金で、保育所の事

業費に充当するもの。

土木費補助金の道路橋りょう費補助金１７９万２,０００円は、道路ストック総点検事

業の補助金であります。

住宅費補助金５６７万９,０００円は、社会資本整備補助金でありまして、新町団地の

実施設計費と解体費の補助金であります。

次のページ、教育費補助金、教育総務費補助金８,０８６万２,０００円。これは給食セ

ンター建設に係る補助金であります。

それから、委託金、総務費委託金、総務管理費委託金２８万９,０００円は、外国人の

在留者の居住地届けに係る事務１５万３,０００円が主なもの。選挙費委託金３３９万９,

２５８円は、衆議院議員選挙費の委託金です。

それから、民生費委託金の児童福祉費委託金、これは児童扶養手当、特別児童扶養手当

に係る事務費。それから、国民年金費委託金、この１４１万２,９２３円は、国民年金の

事務に係る委託金です。

道支出金の民生費負担金、社会福祉費負担金５,８２８万４,８５２円には、先ほど国の

補助金で説明した障害者介護給付費負担金ですとか、自立支援の関係の負担金。それか

ら、国保の保険基盤安定負担金、障害者訓練等給付費負担金、それぞれ４分の１ずつの負

担金が入ってございます。それから、児童福祉費負担金４２７万８,８４８円には、これ

も児童手当に係る分４１５万５,０００円ほどが、この中に児童手当に係る負担金として

入っております。

それから、道補助金の民生費補助金、社会福祉費補助金６５０万１,６２０円には、重

度心身障害者医療費補助金３６３万８,０００円、乳幼児医療費補助金１４０万７,０００

円が主なもの。児童福祉費補助金５１３万９,０００円は、子育て支援対策事業の補助金

であります。

それから、衛生費補助金、保健衛生費補助金７万９,０００円は、がん検診に係る補助

金。それから、健康増進事業費補助金が主なもの。

次のページ、農林水産業費補助金、農業費補助金５,９８７万５,００８円は、まず中山

間の補助金が４,８１６万７,０００円ほど、それから、新規就農総合支援事業補助金が３

００万円、それが主なものになります。それから、農業委員会活動促進事業補助金も３９

３万１,０００円ほど、この中に入ってございます。それから、林業費補助金５,８２３万

５,９０４円、これは経営林道ポントマム川沿線改良工事７０５万８,０００円。林業専用

道勲祢別線の事業補助金１,４２３万８,０００円。未来につなぐ森づくり推進事業補助金

１,２６６万６,０００円、森林環境保全整備事業補助金が１,５７２万３,０００円ほど

入ってございます。
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それから、商工費補助金の消費者対策費補助金、これは地方消費者行政ということで、

消費者相談を町がやっておりますが、それに係る補助金８１万９,０００円です。

それから、２節で地域ふれあいプレミアム付き商品券発行促進事業補助金２００万円

で、調定額ゼロ、収入済額ゼロとなっております。これは、先ほど説明した２７年度繰越

明許費のことでございます。

それから、委託金になります。徴税費委託金３４７万２,１０７円。これは道民税の徴

収に係る道の委託金になります。それから、統計調査費委託金８１万３,０００円、これ

は統計調査、国勢調査の準備調査がございましたので、それに係る委託金が主なものにな

ります。

その下の選挙費委託金は１６３万７,２５３円。これは、知事、道議選挙費の委託金に

なります。

このページは飛ばさせていただいて、１５款財産収入になります。１目の財産貸付収

入、土地建物貸付収入２,４２８万１,５７２円、これはまず一番大きいものとしては、産

業振興貸付収入、ルナコート１,４４０万円が大きなのもの。それから、貸付住宅収入が

４４０万９,０００円ほど。それから土地貸付収入、これが１２１万１,０００円ほど入っ

てございます。通信設備貸付収入８５６万８,９９０円、これは光ファイバー網の貸付収

入でありまして、ＮＴＴから光ファイバー網の貸付収入として入ってきます。これは、イ

ンターネット接続の関係ですが、３月末現在で４５４件、前年度から見ると２０件ほどふ

えてございます。それから３節の機械器具等貸付収入８１０万９,０００円、これは陸別

町コントラクター株式会社への農業トラクターですとか、そういったものの機械貸付収入

でございます。それから、利子及び配当金７８１万２,７４２円、これは各基金の利子が

７０５万円ほど、優先出資の配当金が８０万円ほどであります。

それから、財産売払収入、物品売払収入、生産物売払収入がございます。２,２５０万

円。これは町有林の立木売払収入でございます。

それから、寄附金、指定寄附金です。総務費寄附金３５９万７,１４４円、寄附１７

件。これは、ふるさと整備基金に積み立てをしております。民生費寄附金２１万円。寄附

２件。これは地域福祉基金に積み立てをしております。教育費寄附金１０４万円、寄附７

件。これは、給食センターの建設が主なものでして、ふるさと整備基金に積んでおりま

す。

それから、１７款繰入金、これは取り崩しになる基金の一覧といいますか、取り崩し額

になっております。ふるさと整備基金３億２,９１０万円、以下、財政調整基金まで取り

崩しております。資料ナンバー１９に、年度別増減一覧を載せておりますので、後ほどご

らんをいただきたいと思います。

それから、繰越金、前年度繰越金が３,９８３万８,４３２円となります。

諸収入ですが、延滞金１１万２,２７５円は、町民税１２件で５万６,１７５円、固定資

産税５件で５万７００円、法人町民税２件、４２０円、軽自動車税１件、１,２００円の
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内容であります。

町預金利子につきましては、町の預金利子。

それから、貸付金元利収入。まず、家畜導入貸付金収入５,３４５万５,４００円は、優

良家畜の導入資金に係る貸付金の収入でありまして、約定償還３８４頭分で３,７５１万

９,４００円、繰上償還分が６０頭で、１,５９３万６,０００円になります。

貸付金元利収入７,００２万４,７７０円は、主なものとしては信用保証協会の貸付金が

７,０００万円、その利子が１万４,１９２円入ってございます。

奨学資金貸付金収入は９件、６７万６,０００円です。

受託事業収入ですが、農業費受託事業収入３６万６,１２０円は、第２トラリ地区、ト

ラリの営農用水に係る監督補助の受託事業が３６万６,１２０円。それから土木費受託事

業収入２２万５,５５８円は、道道除雪にかかわる作業委託事業の受託収入であります。

雑入ですが、弁償金２３万１,８２２円は、複写機使用料と車両損害賠償保障金２１万

８,３３２円、これが主なものになります。

それから、介護予防支援収入２５万４,２８０円は、介護予防サービス計画審査分の国

保連からの交付になります。２節の高齢者福祉施設負担金２９９万３,８０６円は、福寿

荘入居者６名分の実費負担金になります。雑入として、３,５６２万２,７１２円。この大

きなものとしては、臨時職員の社会保険料関係が全部で４００万円近く、それから、ふる

さと交流センター燃料費の使用料が３４９万円、それから、加工品の販売収入３０８万

７,０００円ほど、そういったものが主なものでございます。項目でいきますと、３０項

目ぐらいありますので、それは割愛させていただきます。

それから、過年度収入ですが、林業費補助金過年度収入。これは２５年度分にかかわる

補助金の収入。障害者福祉費等負担金過年度収入も１０９万７,９８４円も同様でありま

す。

町債については、ここに記載のとおりでありますが、総務債、まず９,２００万円。こ

れは交流センター改修ですとか、銀河の森専用水道施設改修、過疎債のソフト事業の７,

７００万円が入ってございます。ちなみに、過疎ソフトの事業一覧については、資料ナン

バー２９にございます。それから、起債残高の推移、これについては、資料ナンバー２０

にございますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

農林水産業債、農業債２,３６０万円、これは辺地債で、第２トラリ地区の営農用水に

なります。それから、林業債１,９８０万円は小規模治山。林業専用道勲祢別線開設工事

１,２００万円、小規模治山が７８０万円であります。

土木債の道路橋りょう債１,０００万円。これは、元町１号通りであります。

消防債１億３,１５０万円。まず、大きいのは、水槽つきの消防ポンプ車１台、これが

５,７００万円。それから、広域に係る消防救急無線のデジタル化が７,２５０万円。それ

が主なものとなります。

教育債の学校教育施設整備債１億２,０００万円は、給食センター建設に係る起債とな
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ります。

あと、臨時財政対策債１億３,８１１万６,０００円であります。

商工債２,４２０万円。これは、今のぷらっとがありますけれども、その建設に係る起

債であります。２,４２０万円。

次のページで、歳入決算については、予算額５５億３３万２,７００円に対して、調定

額が４７億５,４５６万１,７８４円。収入済額が４７億５,２９３万９９円ということ

で、不納欠損額が６万５,７００円、収入未済額が１５６万５,９８５円で歳入を終えてい

ます。

次に、歳出に移りますが、資料ナンバーの２２の１、２に人件費比較表をつけておりま

すので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

それと、歳出については、款項目ごとの主なもの、あるいはポイント的に説明をさせて

いただきますので、その点、御了承をいただきたいと思います。

まず、議会費でありますけれども、議会費については、決算額が５,６００万４,７３８

円でして、議会に係る運営費、活動費、職員の人件費二人分の計上が主な内容でありま

す。

それから、総務費の総務管理費、一般管理費２億４,４５９万８,２４７円ですが、ここ

に主要事業、ここに書いておりますが、一般管理費は、特に総務課の企画財政室の電算シ

ステム管理事業が主なもの。同じく、総務担当の職員福利厚生費、人件費が主なものであ

ります。一般管理費における主要事業については、ここに表をつけておりますので、後ほ

どごらんをいただきたいと思います。特に変わった点としては、マイナンバー制度、社会

保障税番号制度の管理事業で、住基システム改修、税務システム改修、宛名システム改

修、中間サーバー・プラットホーム利用負担金など、これらを合わせて５２６万６,００

０円が新規として、負担金として１９節の中に入ってきます。

それから、文書広報費１,０５２万４,４４１円ですが、これは町広報誌の発行に係る予

算、それから町ホームページの管理、愛の鐘の管理、総務課総務担当の庁舎の通信運搬費

をこの文書広報費で計上をしております。この委託料で、繰越明許費５０万円。これは、

イベントなどの空写をする予算、明許繰越となります。

それから、財政管理費。これは、需用費でありますが、これは予算書の印刷、会計管理

費、需用費については決算書の印刷となります。

それから、財産管理費３億４,６０５万５,９２６円でありますが、この財産管理費の決

算額の内訳としては、総務課の各担当、総務担当、企画財政室、管財防災担当で３億３,

５７０万３,２５８円。これは特に、各基金の管理ですとか、庁舎の維持管理、各福祉館

の維持管理、総務課担当の公用車、車両庫、あるいは陸別鉄道に係る予算を計上していま

す。それから町民課の税務担当の地籍図修正７５万６,０００円、広報広聴の８１５万５

７０円は、テレビ局の中継局、光ケーブルの地上デジタル維持管理、それから教育委員会

のタウンホールの維持管理１４４万６,０９８円、これが財産管理費の内訳となっており
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ます。なお、主要事業については、この表に、次のページにまたがって記載をしておりま

すので、後ほどごらんをいただきたいと思います。特に、１１節需用費で、不用額で１３

０万５,８３９円ございます。主なものとしては、庁舎管理で４１万４,６５７円、車両管

理で３２万５,１９４円、地上デジタル中継局で３２万１,１５８円の執行残が出ておりま

す。

使用料及び賃借料、不用額５０万３６４円。これは先ほど、昨日の補正予算で議決いた

だきました公共施設の除排雪に係る委託料４２万２,０００円分が未払いになっていたの

で、その執行残もこの５０万３６４円の中には入ってございます。

次のページ、３７ページですけれども、公有財産購入費３９６万６,０００円。これは

今、ぷらっとのところの駐車場になっておりますけれども、旧セイコーマートの跡地６１

４.０８平米、３８０万１,０００円。栄町の今、消防団の訓練なんかに使う、夏場、一時

駐車場なんかになっていますけれども、旧金子さんの住宅の土地が１４６.６５平米で１

６万５,０００円となっております。

それから、備品購入費８９７万３,０４２円は、公用車２台分であります。

それから２５節の積立金１億９,１５２万６,２６２円は、基金への積立金であります。

資料ナンバー１９をつけておりますので、後ほど見ていただきたいと思います。ちなみ

に、一般会計の基金残高における、ことしの３月末の人口で割りかえした町民一人当たり

にしますと、２００万３４２円となります。

それから、町有林野管理費は３,２９８万９,３５２円ですが、主要事業についてはここ

に記載のとおりとなっておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

なお、資料ナンバー２３に町有林の事業収支一覧をつけておりますので、後ほどごらん

をいただきたいと思います。

それで、１７節の公有財産購入費６１万３,０００円の明許繰越となっておりますが、

これは所有者が相続登記において更正手続を要するということで、２７年度に明許となっ

たわけでございます。

それから、企画費６,４６０万６,０１７円で決算を終えております。この中で、特に主

要事業としては、ここに記載のとおりですが、まず地域交通利用促進で陸別町地域交通推

進会議交付金９７万９,１７２円。これはバス利用に係る助成が主なものでありまして、

延べ件数で７８２件、延べ人員で１,１０２人ということで、前年度から見ると６７件、

１４人ほど、前年度よりふえております。

それから、その下の生活交通確保対策事業、十勝バス、北見バス５２８万９,０００円

でございますが、これは十勝バスと北見バスとも２６年度においては赤字となりました。

したがって、その分の、赤字補填分の陸別町の負担分となります。ちなみに、十勝バスに

ついては４０７万３,０００円、北見バスについては１２１万６,０００円であります。こ

の生活交通確保対策事業、この負担金については特別交付税で、８割が還元されるもので

あります。



― 34 ―

それから、通学定期差額補助事業６３２万２,４９０円、これは高校生のバス通学に係

る定期の差額補助でありまして、北見方面、北斗高校も含みますけれども、５名、１５７

万４３０円、足寄高校２６名、３５４万７,９８０円、本別高校９名、１１７万３,６００

円、池田高校１名、３万４８０円、合わせて４１名、６３２万２,４９０円となります。

それから、地域活性化の中では、まちづくり補助金ほか６３万１,４７０円。これはま

ちづくり講演会として、昨年の７月８日に、山村で魚の養殖ということで、岡山理科大学

の先生を迎えて講演会を開きました。その経費２７万５,０１０円、報償費でございます

が、実施をしております。

それから民間活用住宅建設事業補助金、世帯用６戸、単身用８戸３棟、４,２４０万

円。これは、平成１６年度からスタートしまして、２６年度までに４７戸建設されており

ます。単身用が２６戸、世帯用が２１戸でございます。

次のページに行きます。

負担金補助及び交付金で、１５５万４,０３４円の執行残が出ておりますが、内訳とし

ては、地域交通利用促進２２万８２８円。通学定期差額補助が５４万７,７１０円。太陽

光発電設置１件、５０万円であります。

それから、１９節の中で、明許繰越２,９１３万円ございますが、これは資料ナンバー

１４の１にもつけておりますけれども、民間活用住宅２,１８０万円、単身用６戸、世帯

用２戸、まちづくり補助金、これは不在業種６００万円、移住交流対策事業８０万円、地

方版総合戦略管理事業３万円、太陽光発電設置事業１戸５０万円が内訳となっておりま

す。

公平委員会費、報酬は１万８５０円。１回、２６年度に開催をしております。

交通安全対策費９４万３,７９９円で、報酬で不用額３０万１,５００円になっておりま

す。交通指導員１０名分の下半期分、未払いになった分が不用額となりました。今年度

で、昨日補正の議決をいただいたところであります。交通安全の主要事業の中では、昨年

の７月１８日に交通安全住民の集い、２１０名の皆さんに参加していただいて開催したわ

けですけれども、昨年度、９月１８日に道道津陸線の鹿山公共草地入り口から陸別方面に

１００メートルぐらいのところで、単独事故による、帯広の方２名の死亡事故が発生し

て、交通事故死ゼロ、６,２７４日で終わったところであります。

諸費については、２９８万７,１３０円で例年どおりの執行となります。

１１目交流センター管理費４,３８７万６,９６４円。歳入でも説明しましたけれども、

資料ナンバー２４の１、２に管理費の内訳、利用状況一覧をつけております。後ほどごら

んをいただきたいと思います。新規事業としては、交流センター改修事業で非常用発電装

置１台１,１７９万３,６００円。これは工事請負費として整備をしたところであります。

次、４０ページ、１２目銀河の森管理費６,８３５万３,６７９円でして、ここは四つの

施設がございます。まず、銀河の森専用水道もこの科目で見ておりますので、その維持管

理費が５２３万９,６２４円、天文台の維持管理費については、４,４３３万４,０４０
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円。コテージ村の管理につきましては、１,６６２万９,９７５円。銀河の森の管理につき

ましては、２１５万４０円となっております。それで、天文台、コテージ、それぞれ収

入、支出、比較が出てございます。天文台については、まず入館者、本年度、先ほど言い

ました８,５６４人ですが、前年度から見ると４６０人ほど落ちていると。コテージ村に

ついても６６０棟の稼働でしたが、前年度から見ると、１２棟の減。稼働率については、

２５.８％ですけれども、０.５％ほど稼働率が前年度から下がっているということになり

ます。

それから、地域活性化推進費２,５９５万３,４５４円。主要事業として、地域活性化事

業を表でここに記載をしております。資料ナンバー２７に、チャレンジプロの事業資料を

つけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。特にこの中で大きいの

は、地域おこし協力隊、５人分の地域おこし協力隊の事業、合わせて１,７３８万５,８９

９円。これがこの中に、決算額２,５９５万３,４５４円の中に含まれております。新規事

業の推進事業、それから、酪農支援員、商工支援員、この三つを新規として、２６年度執

行をいたしました。

次のページ、４２ページになります。

徴税費の税務総務費、これについては職員の人件費が主なものでありますけれども、大

体、おおむね給料から１９節負担金補助及び交付金までは、例年どおりの執行となりま

す。２３節の償還金利子及び割引料５３万６,０００円、これについては、町税などの還

付金が５１万５,１００円、６法人、１３人であります。還付加算金２万９００円、これ

は１法人、２人であります。その不用額、５１万４,０００円ございますが、町税等の還

付金が執行残４８万４,９００円、それから還付加算金が２万９,１００円ほど執行残とし

て残りました。

賦課徴収費２１３万５,５０９円ですが、旅費から１３節までは、例年どおりの執行と

なります。この中で、十勝税滞納整理機構負担金１４万３,９２６円とあります。収入で

も説明しましたけれども、町税としては、４２件３３万３,４４０円をこの税滞納整理機

構に引き継ぎをしました。そのうち、４０件２９万２,７７２円が収納されております。

内訳としては、町民税で２１件の２５万４０円を引き継いで、１９件２０万９,３７２円

の収納、固定資産税については、２０件７万９,４００円を引き継ぎまして、引き継ぎ額

どおり２０件７万９,４００円が収納されております。軽自動車税につきましては、１件

４,０００円の引き継ぎに対して、１件４,０００円の収納となっております。

それから、戸籍住民基本台帳費４,７２３万２,６７３円、これについては表にもござい

ますが、戸籍電算化事業、戸籍総合システム３,４１６万５,５００円、戸籍総合システム

使用料、保守料１９１万１,６００円。これは、戸籍の電算化については、２５年度、２

６年度の２年間の事業であります。２６年度で完成をしております。なお、戸籍の電算化

事業については、国の補助などはございませんので、町単費でこの事業を実施しておりま

す。給料から１３節までは例年どおりの執行となります。
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４５ページ、選挙費ですが、選挙管理委員会費、報酬から負担金補助及び交付金、選挙

啓発費の報酬までは例年どおりの執行状況。農業委員会委員選挙費、これは２２万１,３

５８円ですが、昨年の７月６日に執行された農業委員会の選挙における、執行経費であり

ます。

次のページ、衆議員議員選挙費３５４万６,４２８円。報酬から備品購入費までござい

ますが、昨年の１２月１４日に執行された衆議院議員選挙における、総選挙における執行

経費となります。

その下、知事道議会議員選挙費１５３万１,０３２円は、報酬から１４節までございま

すが、ことしの４月１２日に執行された知事道議会議員選挙における２６年度分の決算額

となります。

それから、統計調査費、監査委員費については、例年どおりの執行状況であります。

３款民生費、社会福祉費の１目社会福祉総務費３億５,９１１万６,９７８円ですが、前

年度より２,５０４万２,０００円ほど増となっております。主要事業の中で、特に医療費

助成ですが、これについては、２４年度から、中学生まで医療費を無料にしてございま

す。この子供の分。それから、重度心身障害、ひとり親家庭、この二つについては、所得

制限を廃止して個人負担の軽減を図っております。対象人数は、ここに記載のとおりであ

りまして、特に合計４６６名、４,７２３件となっておりますが、町の拡大分でいきます

と、対象者は１５６人、件数としては６４９件、２５８万９,１３５円となっておりま

す。それから、交通費助成であります。これは、ハイヤー利用助成でありまして、高齢者

の方の外出ケアの拡大ということで、制度化しておりますが、利用者５６９名、障害者１

２７名であります。

それから、冬期生活支援、これは灯油の助成事業でありまして、非課税世帯であります

が、１万３,０００円の２２１件、２８７万３,０００円であります。

臨時福祉給付金、これは国の制度に基づく事業でありまして、１万円、５４８名。加算

分が５,０００円、４９２名、７９４万円。それから、子育て世帯の臨時特例給付金、１

万円の２２４名、２２４万円。これら全額、国の補助金が充当されております。したがっ

て、報酬４万９,０００円から役務費までは例年どおりの執行となります。

それから、１９節負担金補助及び交付金で不用額５０万３,３０４円がございますが、

これは社会福祉協議会の補助金の残３１万８,０００円。民生委員活動費の補助金の７万

５,９８６円が主なものでございます。

扶助費の執行残５８０万７,５５２円ですが、主なものとしては、重度心身障害者分の

医療費補助分の残が１５６万３,７２６円、交通費助成に係る執行残１５万９,１００円、

身体障害者補装具分で２０万８８７円、地域生活支援費分で４５万７,１９３円、相談支

援給付費分で１０４万５,９６０円、冬季生活支援事業で２３２万７,０００円が主なもの

でございます。

それから、繰出金１億５５万１３円ですが、これは国保会計への繰出金６,２１４万５,
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０１３円、介護保険会計への繰出金３,８４０万５,０００円であります。不用額１０８万

８,９８７円は、国保会計への繰出金の執行残であります。内訳として、主なものは、事

務費分が２３万５,９４９円、保険事業分で７６万２,６７０円、葬祭費分５万２,０００

円となっております。

それから、老人福祉費であります。８,０８８万２,１５７円の執行で終わっておりま

す。まずは、ここの表にございますけれども、敬老祝い金、全部で４５名、８２万円であ

ります。内訳はここに記載のとおりであります。

それから、福祉団体助成ということで、補助金、北勝光生会に対するデイサービス運営

センター費１,００４万７,２４８円、それから、大きいものとしては、老人福祉施設の入

所措置費、入所者８名分１,５６９万７,３１２円、これは扶助費の中に入ってきます。

それから、新規事業として、一番下だと思いますが、市民後見人推進事業、市民後見人

のフォローアップ研修等業務委託４７万７,０８３円が新規の事業として入ってきており

ます。

１１節需用費で８８万８,０５８円の執行残がございます。福寿荘の燃料費で４７万６,

８２０円、それから、高齢者交流センター光熱水費で１５万２,９９９円、これが主なも

のでございます。

それから、負担金で、４,４２１万９０９円、この中には後期高齢者医療広域連合負担

金３,３６６万４,６６１円を含んでございます。

それから、３目の後期高齢者医療費、繰出金１,６９７万７,５９９円、これは後期高齢

者医療特別会計への繰出金となります。

２項の児童福祉費１目の児童福祉総務費２６４万４,９０９円で決算を終えておりま

す。この表にございますが、子ども・子育て支援事業、電算システム２０５万６,１６０

円、これは負担金として２０６万２,８１０円の中に含んでございます。

それから、２０節の扶助費５７万９,７０５円、これは交通費助成で９万１,２００円、

障害者介護給付費４８万８,００５円が内容でありまして、不用額５０万６,２９５円の内

訳としては、交通費助成で４０万８,８００円が主なものでございます。

児童福祉施設費５,６０５万５,８７３円で決算ですが、資料ナンバー２９に児童福祉費

関係実施状況一覧をつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。新し

いものとしては、保育所改修、給食受け入れ口改修で２８２万９,６００円、これは工事

請負費となってございます。賃金で、３３２万１,５７９円、前年度より４５８万１,００

０円ほど減額となっておりますが、これは準職員が２５年度末で１名退職したことによっ

て大幅な減額となってございます。

児童措置費２,６６１万円、扶助費であります。これは、この表にあるとおり、児童手

当に係る延べ月数と支給額であります。後ほど参考にしていただければと思います。児童

措置費については、資料ナンバー３０に児童手当の推移をつけておりますので、後ほどご

らんをいただきたいと思います。
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それから、国民年金事務取扱費、これは資料ナンバー３１に、国民年金の状況をつけて

おりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。国民年金費につきましては、９

９６万５,２４８円ですが、職員人件費が主なものでございます。

衛生費、保健衛生総務費４,８５４万３,９１０円。これについては、職員人件費が主な

ものになってきます。手当の中で、不用額、９５万３,９２６円ございますが、時間外勤

務手当の不用額が６７万９,５３６円、退職手当組合負担金１５万７,９９２円が主なもの

となります。それから、１９節２６７万５,２４０円ですが、この中に帯広厚生病院の救

急部門の赤字に係る部分、１７９万円を含んでございます。それから、２３節の償還金利

子及び割引料４万９,６８０円。これは養育医療費一人分を計上しておりましたけれど

も、対象者がないということで、２６年度で国へ返還をしてございます。

保健衛生施設費２,３０７万２,４９５円。この内訳としては、保健センター分が１,４

８６万８円、公衆浴場分が８２１万２,４８７円の内訳となっております。５４ページの

表、公衆浴場・歩行浴施設、これについては、資料ナンバー３２に、衛生費実施状況一覧

を載せておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。ちなみに、浴場利用者

でいけば、大人、老人、小学生、乳幼児合わせて９,５４９名ということで、前年度より

３６７名の増となっております。一方で、歩行浴につきましては、７０５名ということ

で、前年度から見ると、６８名ほど利用者が落ちてございます。

それから、１１節需用費１,４８７万４,１１１円。これは保健センター分で、１,３７

７万９,４５８円、公衆浴場分で１０９万４,６５３円で、不用額６９万６,８８９円の内

訳としては、保健センター分が６２万４,０８４円、公衆浴場分が７万２,８０５円となっ

てございます。

次、予防費になります。１,３００万５,００５円であります。予防費については、まず

この表、５６ページの表がございますが、各種検診、健康診査、予防接種、これについて

は、資料ナンバー３２に衛生費の実施状況一覧をつけておりますので、後ほどごらんをい

ただきたいと思います。訪問指導につきましては、小さいのですが、成人の訪問回数、そ

れから、乳幼児の訪問回数、それぞれ前年度よりふえている状況でございます。

それから、１３節委託料１,１５８万４,７６８円でありますが、これは各種検診、健康

診査、予防接種、それぞれ４５６万８,８０５円、２１５万３,２９５円、４６６万６,６

００円の合計額、それに養育指導、療育指導１１回分、１９万６,０６８円を足したもの

が、この委託料となってございます。なお、不用額として、１２６万４,２３２円ござい

ますが、内訳としては、各種検診６５万９００円、予防接種５２万６,４００円、療育指

導者派遣８万６,９３２円の内訳となっております。

環境衛生費２９９万８,６８２円です。５６ページに記載の表のとおりの事業を実施し

ています。需用費７６万２,８１８円の中で、不用額３７万１,１８２円ございますが、こ

れは、火葬場消耗品で９万９,６３０円、火葬場燃料費で２１万１,０３５円の不用額と

なっております。委託料、不用額１６万４,１８５円、これは火葬業務で１５万１,８００
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円の不用額が主なものとなります。

診療所費、繰出金１億７,９０３万４,０００円は、直診会計への繰出金となります。

清掃費の清掃総務費６７６万１,４４５円、これは負担金補助及び交付金でありますけ

れども、この表のとおり、十勝環境複合事務組合し尿処理分で３１６万１,０００円。池

北三町行政事務組合し尿処理分で３万３,８４５円、し尿搬送助成金３５６万６,６００円

が内訳でございます。

それから、塵芥処理費９,５３６万２,２７２円の決算で終えておりますけれども、次の

ページ、５８ページに主な事業を記載しております。事務組合負担金、池北三町行政事務

組合負担金が５,７５３万４,０００円。ごみの搬出量ですが、生ごみが１３８トン、前年

度から見ると、７.６トンほど落ちてございます。埋め立てごみも１８０.９トンですが、

前年度から見ると２.９トン落ちてございます。それから、資源ごみ１２９.２トンです

が、前年度から見ると４.８トン落ちてございます。粗大ごみ１６.９トンですが、前年度

から見ると０.６トン、若干ですけれども、上がってございます。危険有害ごみ９.３ト

ン、これは前年度から見ると１.６トン落ちてございます。小動物０.９トン、これも０.

５トン落ちてございます。合計として、４７５.３トンですが、前年から見ると１６.８ト

ンほど減量化となってございます。ごみ袋の取扱委託料ですが、３５万９,０８２円、こ

れは３４０万８,０２８円の委託料の中に含んでございます。負担金補助及び交付金で５,

７５５万７,７６０円、これは池北三町行政事務組合の負担金５,７５３万４,０００円、

それと会議負担金が２万３,７６０円であります。

水道費９,５５４万３,８３１円で決算を終えております。まず、専用水道費４５３万

５,８３１円、これは小利別の専用水道費でございます。事業としては、ここの表に記載

のとおり、機械計装管理事業で、浄水場の計装機保守点検５４万６,４８０円、浄水場の

薬注及び機械設備分解整備委託１７３万６,６４０円、これを合わせた２２８万３,１２０

円が委託料３３８万７,９９８円の中に含まれてございます。小利別専用水道の戸数です

が、２７年度末、３月末現在で２２戸となってございます。

労働費の労働諸費でございます。７９２万２５５円でございます。労働諸費について

は、ここの表に記載のとおり、中小企業勤労者福祉共済加入促進、それから振動病予防対

策、これは例年どおりの事業ですけれども、その下、仮称ですけれども移住産業研修セン

ター建設実施設計６７５万円、これは委託料として実施をしております。それから、緊急

雇用対策費１,２７６万３,１８８円で決算を終えてございます。需用費、役務費、委託

料、使用料、原材料費とございます。この表の中にございますが、緊急雇用対策事業、町

単独で、委託料ほかで１,２７６万３,１８８円、これは前年度から見ると６５４万３,０

００円ほどふえておりますが、６事業所、延べ１２３人の方が対象となりました。

それから、その下の雇用再生対策費１,５４７万４,６２５円ですが、これは地元雇用促

進事業でありまして、事業者支援ということで、対象者２３名となりました。内容として

は、まず、１０事業所が利用していただいたわけですけれども、農業関係で、３事業所で
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１０人、林業関係で２事業所３人、福祉関係で３事業所６人、建設建築業関係で２事業所

４人、合わせて１０事業所２３人、新規に雇用なり、正職員化されたところであります。

ちなみに、２３人の出身地の内訳としては、道外者が６名、道内が５人、管内が２人、町

内１０名ですけれども、そのうち、町内においては新規採用が５名、非正規職員から正職

員になった方が５名いらっしゃいます。

次、農林水産業費、農業委員会費１,９３３万４,７６３円。農業委員会については、こ

この表に記載のとおりであります。農地台帳整備、農地情報公開システム整備事業１２３

万１,２００円、これは委託料となります。それと、共済費、賃金で臨時職員一人、２６

年度から雇用しております。その賃金と共済費で、共済費が１９５万８,２１１円、それ

から、賃金で１７０万７,６１８円となってございます。

それから、農業総務費につきましては、職員の給料、手当、共済費、人件費のみの計上

となります。なお、職員手当で４２万９,６１２円の執行残がございますが、これは時間

外勤務手当３６万２,５１７円が主なものでございます。

それから、農業振興費８,４９６万８,７５９円であります。主要事業としては、この表

に、６２ページの表に記載のとおりでありますが、特に農業近代化資金利子補給５３４万

５,５７６円、これは前年度より１９７万７,８２４円の増となってございます。それか

ら、その下、農業経営基盤確立資金利子補給７２万７,６８０円、これは前年度より６万

円ほど落ちてございますが、この二つについては、町単独の事業でございます。上から三

つ目の農業経営基盤強化資金利子補給から畜産経営維持緊急支援資金、ここまでは国の制

度資金となります。それから、中山間地域等直接支払制度、陸別集落交付金６,５１９万

６,６３４円、前年度から見ると１５２万５,０００円ほど減額となってございます。それ

から、新農業人育成事業、営農実習奨励金６０万円、これは一人です。経営自立補助金３

８万６,３１０円は５人、営農指導交付金２０万円は一人、青年就農給付金二人３００万

円となってございます。ちなみに、農業関係制度資金利子補給から新規就農総合支援事業

まで、合わせて８,２８５万５,８５７円、これは１９節負担金補助及び交付金の内訳とな

ります。それから、１９節の負担金補助及び交付金の不用額、９８万２,７１３円ござい

ますが、内訳としては、農業近代化資金利子補給分が５２万１,４２４円、新農業人育成

事業２４万９,６９０円、農業関係制度資金利子補給分１３万３,９２０円が主な内容でご

ざいます。

それから、畜産業費６,１５０万１９５円。表にもございますが、大きいものとして

は、優良家畜導入支援事業、家畜導入貸付金４,５９５万円。これは、牛１０５頭分であ

ります。なお、資料ナンバー３３に、優良家畜導入支援事業の資料をつけておりますの

で、後ほどごらんをいただきたいと思います。１９節の負担金補助及び交付金で、不用額

５５万７,２６３円、これは家畜防疫事業の５５万１,６４７円が主なものでございます。

ちなみに、ここで６億２,３７０万７,０００円の繰越明許費がございます。これは、畜産

クラスター協議会、ユニバースの補助金に係るものでございます。
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それから、農地費８８５万３,５２８円で決算を終えておりますが、６２ページの表、

農業用施設管理事業、農道作集２号線配水管整備、下斗満地区農業用施設排水整備３００

万２,４００円、上と合わせて８３５万９,２００円は、１３節委託料となります。

営農用水管理費３,８８０万１,００７円ですが、まず第２トラリ地区道営担い手畑総

で、第２トラリ地区については２２４万３,８３５円、それから、同じく通常分ですが、

今のは地元負担分は、２６年度への明許となります。それから、その下の通常分といわれ

るものでは、２,１７６万８,６１５円。トラリ地区の営農用水については、２６年度にお

いて完成されてございます。ちなみに、上陸別地区営農用水については、今年度末、２６

年度末において３０戸、トラリ地区営農用水については、今年度、２６年度末においては

１８戸と、前年度と同じ戸数でございます。

次のページに行きます。

６４ページの上の表、機械計装管理事業、これは上陸別浄水場の薬注及び機械設備の分

解整備、トラリ浄水場計装機器保守点検、上陸別浄水場の計装機保守点検、この三つを合

わせて２２６万６,９２０円は、１３節委託料の中に含んでございます。ちなみに、委託

料で４３万８,３９１円の不用額、これは管路修繕で、３０万６,６００円が主なものとな

ります。

それから、公共草地管理費３４５万３,５２９円。この主要事業の中では、登良利地区

の公共草地の配電線路の改修工事１５９万８,４００円、これは工事請負費で実施してお

ります。共済費から使用料及び賃借料までは、例年どおりの執行となってございます。

それから、農畜産物加工研修センター管理費１,５７２万６９６円で、前年度から見る

と６,３２０万５８８円の減となっておりますが、２５年度において、加工センターの増

改築工事を行いました。肉製造関係の整備と販売関係の許可、許認可、それから、乳製品

の製造加工整備、備品購入関係、これらで５,９１４万８,０００円ほど執行しておりま

す。それから、加工センターにつきましては、資料ナンバー３４に、利用実績をつけてお

りますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

○議長（宮川 寛君） ２時１５分まで、休憩いたします。

休憩 午後 ２時０１分

再開 午後 ２時１５分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） それでは、６４ページ、加工センター管理費から行きます。

加工センター管理費については、加工センターでりくべつ低温殺菌牛乳、それからシカ

肉ジャーキー、シカ肉のしぐれ煮などを製造して、販売をしております。その販売収入に

ついては３品目で、３８０万６,０００円ほどの収入がございました。７節賃金で、１０

４万１,０９３円の不用額が生じておりますけれども、これ、アドバイザーと作業用賃金

の不用額７８万７,３１１円が主なものでございます。
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次のページ、原材料費ですけれども、シカ肉で８２万７,８００円、これはジャー

キー、しぐれ煮用の肉です。それから、生乳３３万６,３６７円、２,６６０リットル、こ

れは低温殺菌牛乳用であります。それから、香味料、調味料、ジャーキー、しぐれ煮など

の香味料、調味料ですが、３４万９,３４６円が主なものであります。

それから、林業費、林業振興費ですが、７,２６６万６,８４５円で決算を終えておりま

す。なお、６６ページに表がございますが、まず森林保護事業の下の民有林造林促進事

業、それから未来につなぐ森づくり推進事業、これについては資料ナンバー３５をつけて

おりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

それから、その下、森林整備担い手対策推進事業、林業長期就労促進担い手対策事業、

退職金共済制度加入促進事業、これについては、資料ナンバー３６をつけておりますの

で、後ほどごらんをいただきたいと思います。

それから、その表の一番下、小規模治山事業であります。上陸別地区の赤川の沢小規模

治山１,５４７万６,４００円、それからその下、同じく小規模治山流末排水工事９９３万

６,０００円、これは単費の事業であります。ちなみに、その上の上陸別地区の赤川の沢

の小規模治山工事については、２５年度、２６年度の２年間で実施をしました。それか

ら、負担金補助及び交付金で不用額、３６万１,８３０円ございますが、これは退職金共

済制度加入促進事業３５万９,３００円が主なものとなります。

狩猟費５９３万６８４円で決算を終えております。６６ページの表にございますよう

に、シカ８１３頭からキツネ７０頭、ヒグマが１２頭ございます。この賃金、報償費にそ

れらの手当が全部入ってきます。

それから、３目の林道新設改良費４,６９６万３,６６９円。６６ページの表にあります

ように、まず林道改良事業、ポントマム川沿線１,３６０万８,０００円、これは２５年度

から２７年度までの３年計画で実施をしております。それから、林道管理事業の林道クン

ネベツ２号線側溝整備、のり面補修、宇遠別線ほか補修工事、大きいものとして林業専用

道開設工事、林業専用道勲祢別線改良工事２,７９１万８,０００円、これは２６年度から

２８年度までの継続事業となってございます。それで、この表の合計額４,４２５万８,４

００円、これは工事請負費となります。６７ページの金額と同額となります。

次のページ、商工費です。商工総務費２,１５６万９,１６１円については、職員の人件

費のみの計上です。

商工振興費１億９,８６６万９,１８３円。これについては、主なものとしては、６８

ページの表に記載のとおりとなってございますが、特に中ほどの商工振興事業、補助金で

すが、まず商工振興補助金、商工会に対する補助金、これは運営費になります。２,３７

２万３,９９７円。その下のプレミアム商品券、これが５１９万８,４９５円、商業活性化

施設整備事業、ぷらっとの関係でありますが、実施設計で１,２５８万２,０００円、本体

工事２カ年分になります。これが８,１７７万７,６００円となります。それから、信用保

証協会の貸付金７,０００万円、あと日産自動車助成が９台分１７２万１,８４９円となり
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ます。特に、１９節負担金補助及び交付金で、不用額３７４万９,５３７円、これは中小

企業の融資制度保証料分が９８万８,０００円、中小企業の経営安定化資金の利子補給分

が８万６,８７８円、日産自動車の購入の助成事業の残が１３７万８,０００円ほど。商工

会運営費補助が１４万円ほどでございます。それから、明許費４,４７４万８,４００円ご

ざいますが、プレミアム商品券の発行に係る分が１,０１０万円、商業活性化施設、共用

部分の運営事業分が１０８万９,０００円、同じく活性化施設の施設整備分で２,３５６万

９,０００円、同じく備品購入分で９９９万円、合わせて４,４７４万８,４００円の繰越

明許費となります。

観光費１,８９２万２,１２１円、これは６８ページの表にありますように、大きいもの

としては助成金、団体の補助金が主なものでございます。ここに記載のとおりであります

ので、説明は省かせていただきます。

公園費６９９万７,９３４円。この表にございますが、イベント広場の整備、それから

屋外散水栓更新１基、これは工事請負費７２万３,６００円が屋外散水栓の更新費。それ

から、上のイベント広場整備、草刈り１２４万２,０００円は委託料の中に含みます。

それから、次のページになります。

消費者対策費９９万７,５６６円。歳入でも説明しましたけれども、消費者対策事業、

消費生活相談窓口開設で消費生活支援事業、くらし塾であります。相談窓口については月

２回、２４回開催して、相談件数は３件。それと、くらしのセミナー開催、月１回で１２

回開催しております。延べ人員で６６名の方が出席をしております。

土木費、土木総務費４,４１３万３,７０８円、これは、職員人件費が主なものです。そ

れから、資料ナンバー３７に、建設課担当の工事発注一覧、実績一覧をつけておりますの

で、後ほどごらんをいただきたいと思います。手当の中で、４３万４,０７１円の執行

残、これは時間外勤務手当３９万５,５３１円が主なものとなります。

道路橋りょう費、道路橋りょう総務費１,７６６万４,４８２円。表にございますよう

に、これは道路台帳作成と修正です。８８万５,６００円、これは委託料の中に含みま

す。それから、用地確定測量、町道南トマム２号線の２号支線、１３７万１,６００円、

これについても委託料の中に含んで、合わせた合計額となります。２２節の補償補填及び

賠償金２２万７,７９０円、これは除雪時の事故に係る分、２件分の賠償費でございま

す。

それから、道路維持費１億３,３９１万９,７８９円。７２ページに表として主な事業を

掲載しております。委託料で不用額１３万２,３５１円と出てございますが、備考欄に流

用として５８万１,４００円、１４９万９,７６０円を原材料費から流用していると、合わ

せて２０８万１,１６０円の流用がございます。これは、ちょうど１月から２月にかけて

の大雪により除雪費が足りなくなって流用したためでございますが、合わせて３月末まで

の見込みで、３月で補正を、予算を計上しましたけれども、その執行残が１３万２,３５

１円となります。
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それから、公有財産購入費７万９,３２０円。これは町道大誉地薫別線の用地１９３.３

平米、７万７,３００円、これは北海道から購入しております。それから、排水路敷地３

４７.４７平米、１,０００円。町道わかば１号線用地２１.１８平米、１,０００円。これ

も国から購入しております。

橋りょう維持費３８３万４,０００円、これは委託料です。測量試験費で、陸別町の橋

梁長寿命化でありまして、若葉橋の補修設計委託業務であります。若葉橋については、２

７年度に補修工事で既に発注済みであります。

それから、道路新設改良費２,４５５万８,１３３円。７２ページの表にございます。測

量試験費、川向伏古丹線の改良工事測量設計。これは、２７年度着工。それから、その下

の東１条仲通り歩道補修工事測量３３４万８,０００円。これも２７年度着工で、もう既

に発注をして、着工しております。道路改良、町道元町１号通りの道路改良１,４９０万

４,０００円。これは工事請負費となります。委託料の中で、繰越明許費１,２００万円。

これは町道殖産４号線の用地確定測量が９００万円、測量設計費が３００万円の内容で、

２７年度に繰り越しとなっております。

街路灯費１,０７８万６,５０４円。７２ページの表にございますが、町道駅前本通りほ

か街路灯のＬＥＤ化工事。これは工事請負費となります。街路灯につきましては、２６年

度末においては、１９４基管理をしております。それから、需用費で４６万１,４９６

円、不用額が出ておりますが、街路灯の電気料３７万５,７７６円が主なものでございま

す。

河川費、河川総務費５８７万８,９７６円の決算ですが、この中で表がございます。登

根川の護岸設置業務、それから男鹿川の護岸補修業務、合わせて５４０万円ほどの増と

なってございます。

それから、住宅費ですが、住宅管理費２,１４５万７,２１７円。７４ページの表にあり

ますように、町営住宅の管理関係でございます。維持管理はここに記載のとおり、２５１

戸、前年度から見ると８戸落ちてございます。空き家戸数も３戸、前年度から見ると９戸

減となっております。修繕戸数は１００戸ですが、前年度から見ると１４戸増となってお

ります。修繕費９１３万８,９４６円ですが、前年度から見ると、修繕戸数増に伴って、

１７９万９,０００円ほど前年度から見ると増となってございます。それから、改修工事

ですが、その上の公営住宅管理システム負担金３７万３,９２０円。これは負担金の中に

入ってございます。それから、共栄団地の給湯器更新工事、それから緑町団地Ｗ棟、Ｘ棟

のサッシほか改修工事、合わせて１,０４２万２,０００円は工事請負費でございます。

それから、住宅建設費１,４１２万６,５４０円。７４ページの表にございますが、社会

資本整備総合交付金事業であります。新町団地公営住宅Ｍ棟、Ｎ棟の実施設計３１３万

２,０００円は委託料。その下、新町団地の解体工事２棟８戸８８０万２,０００円、造成

工事１８２万５,２００円、合わせた工事請負費１,０６２万７,０００円であります。

それから、下水道費につきましては、公共下水道事業特別会計への繰出金７,５５７万
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７,０００円であります。

それから、消防費の負担金補助及び交付金２億９,９５４万１２円であります。この中

で、７４ページの表にありますように、２５年度からの繰越明許費７,８６８万７,０００

円でしたが、入札の結果、消防救急無線デジタル化整備負担金については、７,２５０万

２,０１２円で終えたということで、この差額６１８万４,９８８円が不用額として出てき

ております。したがって、２億９,９５４万１２円の内訳としては、本部共通経費が６,１

３４万円、常備消防費が１億９,０７９万７,８５２円、非常備消防費が１,２２３万２,７

６５円、消防施設費が９,０３７万５,３９５円となっております。

次のページ、災害対策費であります。３６７万８,２８９円で、７６ページの表にござ

いますが、昨年、防災訓練を実施しまして、８月５日に実施しました。５３０名の参加が

ありました。そのために防災会議も４回開いてございます。報償費１０万４,３００円

は、職員に対する職員研修会を実施しましたので、その謝礼が４万４,４００円、それか

ら、防災訓練参加者用の記念品９万９,９００円であります。それから、防災対策でいく

と防災備品庫改修１８３万６,０００円、これは工事請負費になります。防災用備蓄品の

購入１１４万４,８００円、これについては、消耗品で３３万４,８００円、カセット式ガ

ス７個、毛布５０枚、備品として８１万円、これは石油ストーブ１９台とカセット式ガス

ストーブを２０台であります。

それから、教育費、まず教育委員会費１６８万４,５５０円は、例年どおりの執行状況

となります。２目の事務局費８,６５６万３,５００円、教職員住宅の修繕が６２万２,０

５７円、それから、基本設計、実施設計、２７年度からの工事に係る設計ですが、５８３

万２,０００円。それから、奨学資金については、大学生２名、高校生１名、６６万円と

なります。

次のページに行きます。

今、説明した委託料関係、貸付金は奨学資金となります。

教育振興費９１７万２,１４０円ですが、この中、特に学校教育振興で、学習支援員の

雇用ということで、去年まで一人だったのですが、２５年度まで一人でしたが、２６年度

から１名増員しまして、２名体制にしました。それに伴って、経費として６１６万４,６

０９円、これは賃金、共済費等々に含まれてきます。それから、補助金関係については、

例年どおりの執行となってございます。

スクールバス運行管理費２,８５９万９,６４４円。７８ページの表にあるとおり、上陸

別線、小利別線、殖産トラリ線、西斗満線となっております。合計して上陸別線では２,

２１６人の利用がありました。前年度から見ると１５６人の増となります。小利別線につ

いては４,７４８人で、前年度から見ると６７１人の増。殖産トラリ線では２,４８１人

で、前年度から見ると５０９人の減。西斗満線は５,３５２人で、３１６人の増となりま

す。合わせて、合計１万４,７９７名ですけれども、前年度から見ると６３４名の増とな

ります。
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教育研究所費、これについては例年どおりの執行となります。

それから、小学校費の学校管理費２,５４６万３,１２４円であります。８０ページの表

にあります事業を実施してきました。ことしの３月３１日現在の小学生の数ですが、１年

生が１５人、２年生が１４人、３年生が１６人、４年生が１４人、５年生が１３人、６年

生が１７人の計８９名であります。この中で、ＰＣＢ廃棄処理５４７万２,３６０円、こ

れは委託料の中に含んでございます。工事としては、給食の出入り口の改修工事１３５万

円、工事請負費となります。管理用備品４２万６,２５５円は、備品購入費のところと同

額になります。１１節需用費で１７７万８,５７４円の不用額です。これは、燃料費で１

５６万３,９３４円の不用額が出ております。

それから、教育振興費５７５万２,２５６円、これは大体、おおむね例年どおりの執行

状況となってございます。ただ、資料ナンバー３８の１に、コンピューター整備事業の資

料を添付しておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。コンピューター整

備で２８０万１１６円でございます。小学校のコンピューター整備については、２５年度

と２６年度の２年間で整備する事業でありました。２年間合わせて６１３万７,７４１円

であります。

それから、中学校費でありますが、学校管理費で２,９０４万５,０９４円。ことしの３

月３１日現在の在学生、１年生が２０人、２年生が１８人、３年生が２１人の合計５９名

となってございます。１１節需用費で、２８０万７,１６４円の不用額が出ております

が、これは燃料費２６６万３,３００円の不用額が主な要因となります。この中で、下か

ら二つ目の給食出入り口の改修工事４８４万３,８００円、それと二つ上の体育館外壁改

修９５万４００円、これ合わせて５７９万４,２００円は工事請負費となります。

次、８２ページ、教育振興費８３１万７,４６３円。内容としては、例年どおりの執行

状況となってございますが、教材充実でコンピューター整備、これも小学校費と同様、２

５年度、２６年度の２年間で整備を実施しました。資料ナンバー３８の２に、コンピュー

ター整備事業の資料を添付しておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

２年間で１,１０１万９,８５９円の事業費でございます。

４項の社会教育費、社会教育総務費１,２４６万４,０８１円、事業内容の主なものは８

２ページの表のとおりでございます。この中では、下から２番目の中学生等の海外研修派

遣事業、中学生１８名、３８６万３１６円。小学６年生の冒険・体感ｉｎとうきょう１６

名、１１２万１,３６７円が主な大きな事業となります。８３ページの報酬から、次の

ページ、１９節までは例年どおりの執行となります。なお、１９節で２７万５,１６３円

の不用額、これは冒険・体感ｉｎとうきょうの不用額２０万６,６３３円が主なものであ

ります。

公民館費１,０７６万７,７５０円。この中で、８４ページの表でございますが、主なも

のとしては、公民館改修、女子便所の換気扇の取りかえ８万４,２４０円、それから、吹

き抜けホールの照明器具のＬＥＤ化改修７６万２,４８０円。それから一番上の公民館管
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理、業務委託４７７万３,６００円、この一番上の公民館委託と、女子トイレ、吹き抜け

の照明、合わせた１０８万４,３２０円は、委託料の中に含んでございます。それから、

需用費で５６万４,５７４円の不用額、これは公民館の燃料費５２万５,５２０円が主なも

のであります。

文化財保護費２６２万３,７９５円。主な事業としては、ここに、８４ページの表に記

載のとおりであります。主なものとしては、賃金で４７万６,４９０円、それから需用費

で５３万４,０９８円、委託料で１４９万８,７０４円、これら、この三つが主な増額の要

因でございます。それから、関寛斎資料館の入館者については、５２５名ということで、

前年度から見ると２２５人ほど減となっております。

それから、保健体育費の保健体育総務費２８２万８,０５８円。施設関係については、

この表のとおり、利用者についてもこの表のとおりでございます。１節報酬から、次の

ページの１９節までは、おおむね例年どおりの執行状況となってございます。

それから、体育施設費１,５１０万２,２７４円、これも１１節から備品購入費までは、

例年どおりの執行となっております。特に、委託料１,１００万２,４４４円。これについ

ては、表の中の体育施設維持管理、施設整備で、体育施設業務委託としてこの内訳、わか

ばパークゴルフ場からその他体育施設維持管理費１９０万４４４円、これら足したものと

委託料は同額になります。

それから、学校給食費４億６,１８２万３,９３３円。これは８６ページの表にございま

すが、資料としてナンバー３９に、学校給食費の決算の内訳をつけておりますので、後ほ

どごらんをいただきたいと思います。建設事業の内容としては、大きいものについては、

ここに記載のとおりでございますでの、後ほどごらんをいただきたいと思います。

災害復旧費１,６５６万４,３１１円。農林水産業施設災害復旧費７７７万５,０９１円

ですが、農業用施設災害復旧費については、前年と同様の執行。林業用施設災害復旧費７

７２万５,４５６円、この中の工事請負費６８０万４,０００円、原材料費９１万５,６２

４円ですが、これは昨年の８月１０日から１１日の台風１１号による被害でございます。

林道災害については、林道クンネベツ２号線ほか災害復旧工事、２路線、６８０万４,０

００円。それから、その下の公共土木施設災害復旧費、道路橋りょう災害復旧費、８７８

万９,２２０円、この工事請負費７４５万２,０００円と原材料費１２６万８,４６０円。

これも表にありますように、町道ポントマム山沿線ほか災害復旧工事１１路線です。これ

も同じく、昨年の８月１０日から１１日の台風１１号による被害に係る復旧工事でありま

す。

１２款公債費の元金４億６,８２１万７,５２９円。資料ナンバー２０に残高推移の資料

を添付しておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。それから利子で５,

５４６万７,３５７円。不用額で５１万２,６４３円。このうち一時借入金利子が３万６８

５円を含んでございます。

次のページ、歳出の決算額、予算額５５億３３万２,７００円に対して、支出済額が４
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６億１,２２７万５,９７０円、繰越明許費が７億８,４２５万６,４００円、不用額が１億

３８０万３３０円で決算を終えております。

なお、予算流用については、１７件、２４３万６０９円。予備費充当が１件、９,４５

８円であります。

次のページ、これは実質収支に関する調書であります。１,０００円単位でございま

す。歳入総額が４７億５,２９３万円、歳出総額が４６億１,２２７万６,０００円、差引

額が１億４,０６５万４,０００円、翌年度へ繰り越しすべき財源、繰越明許費繰越金５,

８１０万２,０００円、実質収支額が８,２５５万２,０００円で、基金繰入金が４,２００

万円、これは財政調整基金への積み立てであります。

９３ページからは、財産に関する調書であります。

公有財産で、（１）の土地及び建物、総括表でございます。行政財産、土地建物でござ

いますが、土地建物内訳でございますが、行政財産については、９４ページ、１０１ペー

ジ、それから、普通財産については９５ページ、１０２ページ、山林有価証券については

９６ページ、出資に係る権利は９７ページ、物品の機械・器具等、備品は９８ページ、９

９ページ、債権、基金については、３月３１日現在については、１００ページでありま

す。後ほどごらんをいただきたいと思います。

以上で議案第７０号の説明を終わりまして、議案第７１号に移ります。

議案第７１号平成２６年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定につ

いて説明を申し上げます。

資料の１３５ページをお開きください。

第１表から説明したいと思います。１３６ページをお開きください。

１３６ページ、第１表、国民健康保険事業状況最近年度比較表、２６年度分について

は、前年度と比較でいきますと、年間平均世帯数で４７４世帯、１１世帯の減。年間平均

被保数７９９人で、前年から見ると２３人の減。１世帯当たり税調定額１７万５,５９２

円で６,５７５円の増。１人当たり税の調定額１０万４,１６８円で、４,４４４円の増。

１人当たり療養諸費費用額４３万２,３６７円。１万４,１０２円増となっております。ち

なみに、受診率については１５２３.７。前年度から見ると２３.６ポイントの減となって

ございます。

第２表は、決算の総括ですが、予算額４億９,７２０万３,０００円、決算額、歳入が４

億９,７２６万６,０２３円、歳出が４億８,２６３万４,１２３円、差引１,４６３万１,９

００円が２７年度へ繰り越しとなります。歳出の不用額は１,４５６万８,８７７円で、歳

出執行率は９７.１％となります。

１３７ページ、第３表、歳入実績最近年度比較表です。

国保税については、調定額８,６５８万２,８１５円に対して、８,３１５万３,３３０円

が収入であります。前年度から見ると、収入額は８９万１,８２９円ほど増となっており

ます。不納欠損額４,１００円、これ１件分です。収入未済額３４２万５,３８５円、これ
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は４２人の１５６件分になります。国庫支出金１億３,８６２万７,１３１円、前年度から

見ると１,４５４万４,０６５円の増。療養給付費交付金、収入済額１,３０６万４,０００

円で、前年度から見ると８５万４,０００円ほど減となっております。前期高齢者交付金

１億３６８万３８８円、前年度比較２,５４６万７,６００円の増。道支出金が２,５３２

万５,０４７円で、７９万４,３９９円の減。共同事業交付金が５,５１８万１,６７７円

で、前年度から見ると５２８万８,２１７円の減。財産収入は１万５,７３７円、３万３,

２０４円の減。繰入金ですが、６,２１４万５,０１３円で、４０６万５,６１２円の増。

繰越金１,４８８万５,５２８円、前年度から見ると８７７万９,６８２円の減。諸収入に

おいては、１１８万８,１７２円で１８万７,６０２円の増。合計として、予算額４億９,

７２０万３,０００円で、調定額が５億６９万５,５０８円、収入済額が４億９,７２６万

６,０２３円で、前年度から見ると２,９４０万７,２５６円の収入増となっております。

不納欠損は、１件、４,１００円。収入未済額が３４２万５,３８５円であります。歳入の

比率、一番右側ですけれども、一番大きいのは、国庫支出金がこの会計では、２６年度は

大きかったです。２７.９％を占めております。その次に多いのが前期高齢者交付金２０.

９％になっております。３番目に国保税となっておりますが、今年度と前年度を比較する

と、国庫支出金は前年度も１位でしたが、２５年度では国保税の収入がこの会計では２番

目でした。若干、国保税と前期高齢者交付金関係だとか、そういったものでの収入のウ

エートが、若干移動になってございます。

次のページ、１３８ページ、歳出実績表であります。

総務費については、３４８万２,７８８円で、前年度から見ると１０５万１,４０１円の

減。

保険給付費については、２億８,６１７万２,８０７円で、大体前年並み。後期高齢者支

援金等で、４,４９９万８,２６３円で、前年度から見ると２３８万２,５９６円の増。前

期高齢者納付金等３万５,４４６円であります。介護保険納付金１,９６１万８,９７５円

で、１１１万３,１６９円の増。共同事業拠出金６,５７６万４,００２円で３８万３,４０

０円の減。保健事業費で３８５万８,０９３円で、３１万４,６８１円の増。諸支出金で

５,８７０万１,６７２円で、２,７４１万３,１８９円の増となります。予備費については

３件、３５万３,２０２円を充当をしております。合計で予算額４億９,７２０万３,００

０円に対して、支出済額４億８,２６３万４,１２３円で、前年度支出済額と比較すると

２,９６６万８８８円の増となっております。

１３９ページ、第５表は、国民健康保険税の収納額最近年度比較表であります。

第６表は、５年間の決算額の比較表であります。

それでは、歳入の１１６ページをお開きください。

歳入であります。

資料ナンバー４０の１から４に、国民健康保険事業の一覧及び決算の資料、収支決算を

添付しております。後ほどごらんをいただきたいと思います。
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まず、国保税ですが、先ほど説明したとおり、８,３１５万３,３３０円の収入済額にな

ります。このうち、十勝税滞納整理機構から５件、５７万５,６００円が入ってございま

す。不納欠損は１件、収入未済額が３４２万５,３８５円の４２人、１５６件でございま

す。

まず、一般被保険者国民健康保険税ですが、２６年度末でいきますと、世帯数は４６２

世帯、被保数は７７６人であります。世帯数は前年度から見ると３世帯の減、被保数も前

年度から見ると１２人の減となっています。現年度分、７,７７４万５,１０８円の収入で

あります。前年度から見ると、２００万４,２３７円の増であります。収入未済額１４６

万７,８９４円、２２人の７６件でありますが、８月末までに８人、２０件、３１万６,２

９４円が納入されております。滞納繰越分１３９万６２４円。この中には、税滞納整理機

構からの２２件、５７万５,６００円も含まれてございます。不納欠損が１件、４,１００

円、収入未済額１９５万７,４９１円、２０人、８０件であります。８月末までに５人、

１６世帯。２４万４８９円が入ってきてございます。

退職被保険者ですが、これは６０歳から６４歳までとなります。２６年度末では、世帯

数は２４世帯、被保数は３８人であります。前年度から見ると、世帯数で２戸の減。被保

数で３人の減であります。現年度分では、調定額４０１万７,５９８円に対して、同額１

００％の収納でございます。

国庫支出金の国保負担金の療養給付費等負担金、６,７４５万６,０８４円で終えており

ます。高額医療費共同事業負担金４３３万３,０４７円。特定健診等負担金、これは保健

事業に充当されるものですが、３６万７,０００円、これは道支出金も同額となります。

それから、国庫補助金の財政調整交付金６,６４７万１,０００円で、普通調整交付金が

１,４２３万７,０００円、特別調整交付金が５,２２３万４,０００円、この中には直診会

計への繰出金への充当分５,０４９万５,０００円も含んでございます。

それから、療養給付費交付金１,３０６万４,０００円であります。これは、退職被保険

者の医療費給付に係る後期高齢者支援金などに充当されております。

それから、前期高齢者交付金１億３６８万３８８円、１１１ページです。

それから、道支出金道負担金で４７０万４７円、高額医療費共同事業負担金４３３万

３,０４７円。それから、特定健診等負担金については３６万７,０００円で、国と同額に

なります。

それから、道補助金の財政調整交付金２,０６２万５,０００円は、普通調整交付金が

１,２２７万３,０００円、特別調整交付金が８３５万２,０００円です。

共同事業交付金、これについては１,３６１万６,００１円となります。

それから、保険財政共同安定化事業交付金４,１５６万５,６７６円。

財産収入、利子及び配当金、これは基金利子が１万５,７３７円となります。

次、繰入金です。一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金１,６５１万６,３６９円です

が、まず保険料軽減分１,３３６万７,４００円、これは北海道４分の３分、１,００２万
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５,５５０円、町が４分の１分の３３４万１,８５０円になります。保険者支援分３１４万

８,９６９円、国が４分の２分、１５７万４,４８０円、道が４分の１、７８万７,２４２

円、町が４分の１、７８万７,４２３円となります。その他、一般会計繰入金４,５６２万

８,６４４円ですが、まずこの内訳としては、出産育児一時金が１１２万円、４件分で

す。それから事業費４２１万６,６４４円ですが、内訳としては、事務費分が２０８万４,

０５１円、保健事業分が８０万９,３３０円、特定健診分が１２７万３,２６３円、葬祭費

５件の５万円であります。財政対策分が４,０２９万２,０００円となってございます。

前年度繰越金は１,４８８万５,５２８円であります。

それから、諸収入の延滞金加算金及び過料、一般被保険者延滞金９万３,９００円、こ

れは１２人の６件であります。

それから、雑入の一般被保険者第三者納付金、これについては５１万９,４３８円、交

通事故による返還金２件分でございます。それから、一般被保険者返納金１,０５０円、

これは１件分でございます。

それから、雑入５７万３,７８４円、これは健康診査個人負担金が４８万４,５００円、

指定公費負担金１万３,０５２円、超高額医療費共同事業交付金７万６,２３２円となって

おります。

歳入合計４億９,７２０万３,０００円の予算額に対して、調定額５億６９万５,５０８

円、収入済額が４億９,７２６万６,０２３円、不納欠損が４,１００円、収入未済額が３

４２万５,３８５円で歳入の決算を終えております。

次のページ、歳出、１２４ページであります。

まず、１款総務費、一般管理費２３２万７,８０５円、国保電算システム改修費、これ

は１９節負担金になります。旅費から積立金までは、例年どおりの執行状況となります。

積立金は基金利子であります。

それから、徴税費、賦課徴収費４８万７,７８２円。表にもあります十勝圏の滞納整理

機構２７万３,０７４円でして、滞納整理機構には３７件、１０１万７,９００円を引き継

ぎまして、２２件、５７万５,６００円が収納されております。運営協議会費について

は、例年どおりの執行状況。

保険給付費ですが、まず療養諸費の一般被保険者療養給付費２億４,２４０万５,００４

円、これは前年度より３７７万６,０００円ほど増となっておりますが、件数としては１

万１,４５２件で、前年度から見ると３１０件の減ですが、費用額において、３億３,１９

７万８,５０１円と、５５５万円ほど前年度より費用額が伸びてございます。それから退

職被保険者の療養給付費８４１万４,２７１円、前年度より２４５万９,０００円ほど減と

なっております。件数としては５８５件、前年度から見ると１５９件の減。費用額として

は１,２０３万７,１６４円で、前年度から見ると３４９万６,０００円ほどの減となって

おります。それから、一般被保険者療養費、負担金補助及び交付金で１０５万４,８２９

円、件数としては１３７件、前年度から見ると６７件の減。費用額において１４４万５,
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５２０円、前年度から見ると３２万９８１円の減となります。それから、高額療養費で

す。一般被保険者で３,１３０万３,５４３円、件数では４５６件。前年度よりマイナス２

件。費用額では３,１２７万８,６０６円で、前年度から見ると２４９万５９８円の減とな

ります。

それから、退職被保険者等高額療養費、１９節ですが、７１万７,６１４円、件数では

７件、前年度よりマイナス５件、費用額では７１万７,６１４円。前年度より３２５万９

３８円の減となります。

それから、出産育児諸費、次のページ、１２８ページ、１２９ページになります。

出産育児一時金１６８万円、これは１件当たり４２万円の４件。葬祭費につきましては

５万円、５件分であります。後期高齢者支援金、１９節ですが、４,４９９万８,２６３円

で２３８万２,５９６円の増となります。前期高齢者納付金３万５,４４６円で、６,２３

６円の減。それから、６款の介護保険納付金、１９節ですが、１,９６１万８,９７５円、

１１１万３,１６９円の増であります。これは、国保税のうち介護分、２号被保険者の４

０歳から６４歳までの方の分の支払基金への支払いとなります。逆に、この２９％分が介

護保険会計のほうで支払基金から交付されるということになります。それから、共同事業

拠出金、高額医療費拠出金１,７３３万２,１９１円であります。保険財政共同安定化事業

拠出金、１９節、４,８４３万１,６６８円で、前年度から見ると５４万５,８００円ほど

の減。

保健事業費３８５万８,０９３円。特定健康診査等事業費２４３万９,２６３円で、委託

料２２６万９,３６３円は、健康診査２８８人分、２１９万１,４３８円が主なものとなり

ます。ちなみに、特定健診の受診率ですが、目標数値が４７％ですけれども、２６年度に

おいては、大体５３％の見込みとなるようであります。保健事業費１４１万８,８３０

円。この中では委託料８３万５,４８８円、内容としては、共同電算処理が２万６,１２９

円、それから、４０歳未満の健診１５人、インフルエンザ予防接種１６１人、合わせて６

６万１,７５９円、運動教室、ゆるのびストレッチ教室７万２,０００円、ふれあいの広場

ステージ設置撤去７万５,６００円が内訳となります。

それから、諸支出金、償還金８２０万６,６７２円であります。

次のページ、２３節償還金利子及び割引料になります。これは２５年度分の国、道、支

払基金などに係る補助金等の精算でございます。

それから繰出金、これは直診会計への繰出金５,０４９万５,０００円となります。予備

費は３件、３５万３,２０２円の充当となります。

歳出合計、予算額４億９,７２０万３,０００円に対して、支出済額４億８,２６３万４,

１２３円、１,４５５万８,８７７円の不用額となります。

それから、次のページ、１３４ページは実質収支に関する調書であります。１,０００

円単位です。歳入総額が４億９,７２６万６,０００円、歳出総額が４億８,２６３万４,０

００円、差し引き１,４６３万２,０００円、これは実質収支額となります。



― 53 ―

以上で議案第７１号終わりまして、次に議案第７２号に移ります。

○議長（宮川 寛君） ３時２０分まで、休憩いたします。

休憩 午後 ３時０９分

再開 午後 ３時２０分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） それでは、議案第７２号平成２６年度陸別町国民健康保険直

営診療施設勘定特別会計歳入歳出決算認定について説明します。

決算書の１５７ページをお開きください。１５７ページは、説明資料となります。

第１表、平成２６年度歳入歳出決算の総括であります。

予算額４億２,０４４万２,０００円に対して、歳入決算額が４億６,６４３万８,９２１

円、歳出が４億１,３６８万５,６０６円で、差し引き５,２７５万３,３１５円、これが２

７年度への繰り越しとなります。ちなみに、歳出の不用額６７５万６,３９４円、歳出の

執行率は９８.４％となります。

第２表、歳入の実績表であります。

診療収入が、２億１,４２８万７,５９７円、前年度から見ると４０３万８,２４９円の

増。それから、使用料、手数料については、１３３万９,５７７円で、１３万７,９２４円

の増。

道支出金４５９万円、３７４万円の増。財産収入４６万７,７００円、６万７,０００円

の減。繰入金２億２,９５２万９,０００円で、４,８９９万６,０００円の増。繰越金が

１,１３５万３,３３８円で、比較すると３７２万８,７２７円の減。諸収入４８７万１,７

０９円で、２１万６,６２２円の増。合計で収入済額は４億６,６４３万８,９２１円で、

前年度から見ると５,３３３万２,８６８円の増となります。ちなみに、歳入総額に対する

割合でいくと、２６年度においては繰入金がトップとなりますけれども、２５年度におい

ては診療収入が１位でした。

次のページに行きます。

第３表は、歳出の実績表です。

総務費では２億４,９６８万２,４８９円で、５６２万８,７５４円の増。医業費は１億

３,３３０万２,４５９円で、５５６万２,０８９円の増。公債費は３,０７０万６５８円

で、７４万２,０４８円の増となります。合計で４億１,３６８万５,６０６円で、前年度

から見ると１,１９３万２,８９１円の増となります。執行率は９８.４％。

第４表は、２６年度の診療収入の収納状況でありまして、入院、外来と分かれておりま

す。国民健康保険の診療報酬は収入済額、入院が１９３万１,０８９円になります。外来

は３,６２４万２,３０６円。社会保険診療報酬が１万８,５７８円、外来が１,７７４万

９,１６９円。後期高齢者診療報酬１,７３９万２,０４３円、外来が８,８４４万４７０

円。介護報酬ですが６９万１,４９１円、これは外来のほうであります。一部負担金は、
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入院が２１７万１,５４５円、外来が２,８５７万７,２９５円。標準負担額が入院５３万

９,９１０円、外来はございません。その他の診療報酬では、外来で２４５万５８円であ

ります。入院の収入が２,２０５万３,１６５円、前年度より８９万５,９２０円の増。外

来は１億７,４１５万７８９円、前年度から見ると７９万１,０５９円の増となります。

次のページ、１６１ページについては、経費別の支出内訳表です。後ほどごらんをいた

だきたいと思います。

１６２ページ、第６表、患者数と職員数の推移。

まず入院でいきますと、２６年度は１,３３６人、１日平均３.７人で、入院において

は、２５年度と比較すると１０２人の増。１日平均で０.３人の増となります。外来で見

ますと、患者数１万４,０３３人ですが、２５年度と比較すると８４７人の減。１日当た

り５７.３人ですが、これも２５年度と比較すると１日当たり３.４人の減となります。

次のページ、１６３ページについては、職員数ですとか、患者１日１人当たりの診療収

入と患者一人当たりの薬品費調べ、診療収入に対する投薬等の収入割合です。これは後ほ

どごらんをいただきたいと思います。

それでは、１４３ページの歳入の説明に移ります。

資料の４１の１に診療所の運営状況を添付しておりますので、後ほどごらんをいただき

たいと思います。

診療収入、入院、外来については、今、資料で説明した内容のとおりでありますので、

割愛をさせていただきます。

１４５ページ、使用料及び手数料、診療所使用料、行政財産使用料で５万３,４２１

円、これは自動販売機１台設置に係る収入。

それから、道支出金で施設管理費補助金４５９万円は、超音波画像診断装置９１８万円

の２分の１、４５９万円であります。

それから、財産収入の財産貸付収入、土地建物貸付収入４６万７,７００円は、医師住

宅１名、医療職員住宅２名分の収入となります。

それから、繰入金。一般会計繰入金については、１億７,９０３万４,０００円で、起債

償還分が３,０７０万２,０００円、医療機器整備分が５３７万７,０００円、財政対策分

が１億４,２９５万５,０００円の内訳となります。

国保事業勘定特別会計の繰入金５,０４９万５,０００円で、へき地診療所運営費分が１

９６万８,０００円。へき地診療所の運営費が多額となる場合の繰入金ということで、４,

８５２万７,０００円となります。

それから、前年度繰越金が１,１３５万３,３３８円。

雑入は、私用電話料が８,０２０円。それから、雑入４８６万３,６８９円は、嘱託医報

酬が２９４万円、社会保険料が１００万６,００９円、患者外給食が５８万３,３００円、

医療機器使用料２９万３,５１０円が主なものとなります。

次、歳出、１４９ページであります。
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１款総務費の一般管理費２億４,８９５万４４９円、待合室の照明のＬＥＤ化の業務８

６万４,０００円、それから、ここには記載しておりませんが、夜間救急入り口のところ

から病棟に入るところの、検査室側に向かうところに、Ｘ線室側のほうに引きドアをつけ

ました。それが７０万２,０００円ございます。合わせて１５６万６,０００円は委託料の

中に含みます。それから、職員手当で１７７万４,０７４円の不用額。主なものとして

は、宿日直手当で７４万円、時間外で３９万２,５０４円、夜勤手当で６３万９,５１５円

が主なもの、賃金で６７万７,９４４円の不用額、内訳としては、臨時医師分が３５万

円、臨時看護師分が２８万１,９９６円、合わせて６３万１,９９６円が主なものになりま

す。それから、需用費で５８万５,４３０円の不用額がありますが、燃料費で３７万９,８

４５円、消耗品で７万３,３９７円、合わせて４５万３,２４２円が主なものになります。

委託料の３７万５,３７４円の不用額は、医療事務入札に係る執行残２５万９,８００円が

主なものになります。

それから、研究研修費については、例年どおりの執行となります。

医業費の医療用機械器具費９９８万９,２４４円ですが、超音波画像診断装置９１８万

円を２６年度購入しております。これは備品購入費になります。

それから、１５１ページ、医療用消耗器材費、需用費７０１万１,９６７円でありま

す。それから、委託料１３７万２,１４０円は、在宅酸素管理の委託料。

それから医薬品費、需用費１億８５１万２,５６３円の内訳は、薬代が、薬剤代が９,７

７４万４,７３２円、ワクチン代が４２１万５,７２２円、血液が８万８,６３４円、注射

用薬剤が６４６万３,４７５円の内訳となっております。

それから検査費の報償費１２万円は、健康診断におけるエコー検査の謝礼２回分となり

ます。

それから、給食費の需用費で２３１万１,３９８円の中に、給食賄い材料費２１２万９

８３円を含んでおります。

公債費、元金２,９８８万５,１００円、利子８１万５,５５８円。利子については、前

年度より３１万１,１１２円の減となっております。

予備費については、未執行であります。

歳出合計予算額４億２,０４４万２,０００円に対して、支出済額４億１,３６８万５,６

０６円、不用額６７５万６,３９４円で、予算流用が５件、３０万３０７円の流用となっ

ております。

次のページ、実質収支に関する調書。

１,０００円単位ですが、歳入総額が４億６,６４３万９,０００円、歳出総額が４億１,

３６８万６,０００円、差引５,２７５万３,０００円、実質収支額が同額の５,２７５万

３,０００円となるものであります。

以上で、議案第７２号を終わって、次、議案第７３号の説明に移ります。

議案第７３号平成２６年度陸別町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてです
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が、説明資料１７７ページをお開きください。

決算書１７７ページであります。

第１表、平成２６年度歳入歳出決算の総括であります。予算額２億１３３万５,０００

円に対して、歳入決算額２億１７２万２,８９７円、歳出決算額１億９,６８１万５,０６

４円、差し引き４９０万７,８３３円が２７年度への繰り越しとなります。不用額は、４

５１万９,９３６円、歳出の執行率は９７.８％となります。

１７８ページは、歳入の実績表であります。

使用料及び手数料で５,２５２万７１３円、前年度より１２８万４,９５３円の増。国庫

支出金は１,２４８万６,０００円。財産収入はございません。繰入金９,１００万８,００

０円、前年度より３４６万２,０００円の減となっております。繰越金３７４万５,５８９

円、前年度より２９万６,２８４円の減。諸収入３７６万２,５９５円、３０５万８,８７

７円の増。町債が３,８２０万円、２,２４０万円の増。合計で、収入額２億１７２万２,

８９７円で、前年度より３,５４７万１,５４６円の増となります。この会計においても、

一般会計からの繰入金が収入割合のトップとなります。前年度も同様であります。

１７９ページ、第３表、歳出実績表であります。

総務費で１,１７９万６,２１５円、前年度から見ると５８５万６,０４８円の減。施設

費が７,８２７万９,０３２円で４,２８５万２,３４７円の増。公債費が１億６７３万９,

８１７円で、２６８万６,９９７円の減となります。合計で、１億９,６８１万５,０６４

円、前年度から見ると３,４３０万９,３０２円の増となります。

それから、１８０ページ、水道使用料徴収実績表であります。

陸別地区においては、簡易水道事業については、収入未済額がございません。１００％

収納となっております。陸別地区においては、５,２４０万２,７１３円で、前年度から見

ると１２５万４,９５３円の増。内訳としては、一般用が３,８５２万２,３３８円で、１

１３万７,５８８円の増。営業用が３１７万９,１７８円で２万６,８０８円の増、事業用

が６６３万７,５７２円で４０万２,３７２円の増。団体用が、３４８万６,３６９円で、

前年度から見ると３１万３,８３１円の減。浴場営業用が５４万３,０４０円で２万７,０

００円の増。臨時用が３万４,２１６円で２万４,９８４円の減となります。合計で、５,

２４０万２,７１３円で１２５万４,９５３円の増となります。用途別給水戸数ですが、こ

としの３月末現在、一般用が１,０２１戸、前年度から見ると４戸増となります。臨時用

が１戸ふえております。合計で１,１０２戸、前年度から見ると５戸ふえております。

次のページ、１８１ページは、給水状況ですが、合計でいきます。給水量については、

２９万５,８７９立方メートル、前年度から見ると５５０立方メートル増となります。１

日平均給水量８１１立方メートル、前年度から見ると２立方メートル増。給水人口２,２

９８人で、前年度から見ると二人減。１日一人当たり平均給水量３５３リットルで、前年

度から見ると１リットルの増となります。

１６７ページ、歳入をお開きください。
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１６７ページ、歳入であります。

使用料及び手数料、水道使用料で５,２４０万２,７１３円。それから、水道手数料の設

計手数料１０万８,０００円は、新設工事審査１０件、８万円。それから、その他工事検

査７件、２万８,０００円です。指定手数料１万円は、工事業者指定手数料が１件、１万

円となります。

それから、国庫支出金は簡易水道事業補助金１,２４８万６,０００円は、機器更新実施

設計費５０７万６,０００円、それから工事費３,２１８万４,０００円の３分の１、１,２

４２万円と事務費６万６,０００円、合わせた１,２４８万６,０００円であります。

繰入金については、一般会計の繰入金９,１００万８,０００円で、建設改良分が５,５

５８万６,０００円、高料金対策分が２,１６１万８,０００円、財政対策分が１,３８０万

４,０００円の内訳となります。

前年度繰越金は３７４万５,５８９円。

諸収入、雑入３７６万２,５９５円ですが、内訳としては、消費税の還付金が１４６万

７,２００円、下水道料金事務費負担金５８万１,４３５円、これは下水道会計からの雑入

となります。それから、消火栓整備補償費１６９万５,６００円と１万８,３６０円、合わ

せて１７１万３,９６０円となります。

町債、簡易水道事業債については３,８２０万円、過疎債が１,５６０万円、簡易水道事

業債が２,２６０万円となります。

歳入合計２億１３３万５,０００円に対して、調定額２億１７２万２,８９７円、収入済

額も同額の２億１７２万２,８９７円で決算を終えています。

歳入終わりまして、歳出、１７１ページに移ります。

歳出、総務費の一般管理費、これについては、例年どおりの執行状況になります。ちな

みに、職員手当で４２万１,５５２円の不用額は、時間外勤務手当で４１万４８４円がご

ざいます。それから、公課費３７万１,０００円については、平成２６年度分の消費税中

間納付分でございます。

それから、施設費の施設維持費２,２４８万２,８２２円、主な事業としては、ここに、

１７１ページの表に記載のとおりでございます。需用費で６３万９,０３４円の不用額が

ありますが、これは消耗品費が１５万７,４４１円、燃料費が１６万２,５９３円、修繕料

が３１万９,０００円ほど不用額として残っております。委託料で１２４万６,０１７円の

不用額がありますが、主なものは管路等の修繕１１４万６,０４０円であります。備品購

入費３２７万８,４４８円は、水道メーター１６５個、更新用であります。それが２７８

万１,５９４円。水道メーター新設分が１２１個、３９万６,５２２円。無線端末機１０万

３３２円となっております。

それから、次のページ、施設新設改良費５,５７９万６,２１０円。主な事業は、ここの

１７３ページの表記載のとおりであります。なお、下の二つ、陸別地区簡易水道施設機器

更新工事３,０５６万４,０００円、それから陸別地区簡易水道施設機器更新工事その２、
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１６２万円、これについては、平成２６年度から３０年度までの年次計画に基づく事業の

実施となります。

それから、公債費、元金、償還金及び利子割引料７,４７６万８,３７３円、前年度より

４３万７,３６５円の減、利子においては３,１９７万１,４４４円、前年度から見ると２

２４万９,６３１円の減となります。

予備費については未執行となります。

歳出合計予算額２億１３３万５,０００円に対して、支出済額１億９,６８１万５,０６

４円、不用額が４５１万９,９３６円となります。予算流用については１件、５,０００円

がございます。

それから１７５ページは、実質収支に関する調書、１,０００円単位であります。

歳入総額２億１７２万３,０００円、歳出総額１億９,６８１万５,０００円、差引額が

４９０万８,０００円、実質収支が４９０万８,０００円であります。

以上で議案第７３号を終わりまして、議案第７４号の説明に移ります。

議案第７４号平成２６年度陸別町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてで

あります。

説明資料の１９５ページをお開きください。

１９５ページ資料、第１表、平成２６年度歳入歳出決算の総括であります。

予算額１億５４８万円に対して、決算額歳入１億５４９万５,０３１円、歳出が１億３

４３万７,７９６円、差し引き２０５万７,２３５円が２７年度への繰越金となります。歳

出の不用額は２０４万２,２０４円となります。執行率は９８.１％となります。

第２表、歳入実績表であります。分担金及び負担金で６０万円、２０万円の増。使用料

及び手数料で２,４６０万５,５０２円、５９万３,４３２円の増。国庫支出金で１４４万

９,３６０円で、４８２万４,３９０円の減。繰入金が７,５５７万７,０００円で、７６４

万５,０００円の減。繰越金２０６万３,１６９円で、２８万７,９９９円の減。町債が１

２０万円で７８０万円の減。合計で１億５４９万５,０３１円で、前年度から見ると１,９

７６万３,９５７円の減となります。この会計においても、一般会計からの繰入金がこの

会計上の収入のトップとなっているところであります。

次のページ、第３表、歳出実績表であります。

総務費１,０３２万５５円、施設費４,０９５万９１２円、１７２万４,２４１円の増、

事業費３９６万７,８１４円、１,５５２万５,１８１円の減。公債費４,８１９万９,０１

５円で５,９８０万７８５円の減。合計１億３４３万７,７９６円で、前年度比１,９７５

万８,０２３円減で、不用額２０４万２,２０４円、執行率は９８.１％となります。

第４表、下水道使用料徴収実績表であります。

陸別地区であります。この会計も収入未済額はありません。１００％収納となっており

ます。陸別処理区においては、２,４５２万３,５０２円、内訳として、一般用が２,４１

８万１,７２３円、５６万１,２０３円の増。公衆浴場用が３４万１,７７９円、１万４,２
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２９円の増。合計で２,４５２万３,５０２円、５７万５,４３２円の増となっておりま

す。

それから、処理状況、２７年３月末現在、処理人口は１,９５３人、前年度から見ると

１２人の減。水洗化人口１,７４２人、前年度から見ると１６人の増となっております。

水洗化率は８９.２％、前年度から見ると１.４％の増。

それでは、歳入１８５ページをお開きください。

歳入、分担金及び負担金、下水道事業分担金６０万円です。内容としては、２５年度分

の８戸、２０万円、２６年度分、１３戸分、３２万５,０００円、２７年度前納分３戸、

７万５,０００円の内容となっております。

下水道使用料は先ほど説明をさせていただきました。

手数料であります。８万２,０００円、これは業者指定手数料が１件１万円。新設工事

件数８件、６万４,０００円、その他工事件数は２件、８,０００円の内容であります。

国庫補助金、下水道事業補助金１４４万９,３６０円、これは社会資本整備総合交付金

でありまして、歳出の２８９万８,７２０円の２分の１、１４４万９,３６０円となってお

ります。

一般会計繰入金ですが、７,５５７万７,０００円、内訳としては建設改良分が２６７万

５,０００円、財政対策分が７,２９０万２,０００円であります。

繰越金は２０６万３,１６９円。町債が１２０万円であります。これは、過疎債が６０

万円、下水道事業債が６０万円であります。

合計予算額１億５４８万円に対して、調定額１億５４９万５,０３１円、収入済額も同

額、１億５４９万５,０３１円となります。

以上で歳入終わりまして、歳出にいきます。

１８９ページです。

総務費、一般管理費、この科目については、職員人件費が主なものになりますし、旅費

から委託料は例年どおりの執行となります。なお、手当で４６万４,７０５円の不用額

は、時間外勤務手当が４５万６,００４円、不用額がございます。負担金補助及び交付金

で６５万６,１６５円、これは先ほど簡易水道で説明しましたけれども、下水道料金事務

負担金５８万１,４３５円、これは簡易水道事業会計への負担金となります。

それから、公課費３４万２,０００円は、２５年度分の消費税の確定分となります。

それから、施設費の施設維持費４,０９５万９１２円。主な事業は、ここに記載のとお

り、１８９ページに記載のとおりとなってございます。

事業費の下水道建設費３９６万７,８１４円と、表の中の下水道建設で陸別浄化セン

ター機器更新実施設計委託費２５９万２,０００円、それとその下の浄化センター中央監

視更新に係る価格調査委託３０万６,７２０円、これを合わせた２８９万８,７２０円、こ

の２分の１が先ほどの補助金１４４万９,３６０円となります。

次のページであります。
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公債費、元金が２３節で３,６９７万９,１７４円、５３２万９,３８１円の減。利子に

ついては、１,１２１万９,８４１円で、６５万１,４０４円の減となります。

予備費については未執行、予算流用についてはございません。

歳出合計１億５４８万円の予算に対して、支出済額が１億３４３万７,７９６円、２０

４万２,２０４円の不用額で決算を終えております。

次のページ、実質収支に関する調書であります。単位は１,０００円単位であります。

歳入総額が１億５４９万５,０００円、歳出総額が１億３４３万８,０００円、歳入歳出

差し引き額が２０５万７,０００円、実質収支額が２０５万７,０００円となります。

以上で、議案第７４号の説明を終わり、次に議案第７５号の説明に移ります。

議案第７５号平成２６年度陸別町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について

説明をいたします。

説明資料２２０ページをお開きください。

２２０ページ、第１表、２６年度歳入歳出決算の総括であります。予算額２億７,９２

５万４,０００円で、歳入決算額が２億８,２３２万１,７６９円、歳出が２億７,２６４万

２,８１９円、差し引き９６７万８,９５０円、これは２７年度への繰り越しとなります。

なお、この会計については、本来は歳入歳出差し引きゼロの会計でありまして、こういう

繰越金が出た場合については翌年度において精算をすると、そういう会計になってござい

ます。予算に対する決算額の比較の中で、歳出、６６１万１,１８１円ございますが、こ

れは不用額となります。歳出の執行率は９７.６％となります。

第２表、歳入実績最近年度比較表であります。介護保険料３,２７５万９,５６５円、前

年度より４０万４,４１１円増となります。なお、不納欠損７万９,２００円は２件、収入

未済額が３５万６,８６６円、これは１３件であります。国庫支出金６,１２２万３,５０

９円、８０５万４,８８４円の増。道支出金４,２０１万９,１３３円、７４７万３,４７９

円の増。支払基金交付金７,４８７万８,０００円、５８３万４,０６８円の増。繰入金５,

６８３万１,０００円、８５９万２,０００円の増。繰越金５８８万３,４３８円、４９３

万３,３７０円の減。諸収入６７万２,２４０円、１０万８,５２０円の増となります。合

計で収入済額は２億８,２３２万１,７６９円、不納欠損が７万９,２００円、収入未済額

が３５万６,８６６円となります。

それから、第３表は歳出実績表です。第４表は、介護保険料収納額調。第４表について

は、介護保険料の収納額で、現年度分と滞納繰越分であります。２６年度、現年度分が

３,２７５万９,５６５円で、収入未済が２１万８,８３３円、８人、８件であります。滞

納繰越分が調定額２１万７,２３３円ですが、収入がありませんでした。不納欠損額が２

件、７万９,２００円、収入未済額が１３万８,０３３円で５人、５件分。合わせて収入未

済額は１３人、１３件で、３５万６,８６６円となります。

それでは、歳入２０４ページをお開きください。

２０４ページ、歳入であります。説明資料４２の１、２に介護保険事業特別会計の実施
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状況を添付しておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

１款介護保険料ですが、平成２６年の４月１日現在の被保数は９２７人であります。今

年度、２７年３月３１日現在の被保数が９３０人ということで、１年間に３人増となって

おります。第１号被保険者保険料、現年分が３,２７５万９,５６５円、収入未済が８人、

８件、２１万８,８３３円ですが、８月末までに１件、５万９,４００円が収納されており

ます。滞納繰越分は収入がありません。不納欠損２件。この不納欠損は２年間で時効にな

りますので、平成２４年度分の保険料となります。それから、収入未済額１３万８,０３

３円、５人５件であります。

国庫支出金の介護給付費負担金、現年度分が４,５１１万３,３９７円、過年度分が６０

万１,５１６円、国庫補助金、調整交付金が２,２６６万９,０００円、地域支援事業交付

金、現年度分が６５万１,４８０円。これは介護予防事業に２０万７,５００円、包括的支

援２事業に４４万３,９８０円の内訳となります。事業費補助金は２４万３,０００円、こ

れはシステム改修事業の補助金であります。

道支出金の介護給付費負担金、現年度分３,９２４万１,７１９円、過年度分で２４５万

１,６７４円であります。

地域支援事業交付金３２万５,７４０円、現年度分であります。内訳としては、介護予

防事業で１０万３,７５０円、包括的支援２事業２２万１,９９０円であります。

支払基金交付金、これは２９％入ってくるものでありますが、介護給付費交付金、現年

度分が７,４４６万円、地域支援事業支援交付金が現年度分で４１万８,０００円、これは

介護予防事業に充当する部分。

財産収入の利子及び配当金はゼロ。

繰入金、一般会計からの繰入金で、介護給付費繰入金が３,２７１万８,０００円、事務

費繰入金が５３５万５,０００円、地域支援事業繰入金が３３万２,０００円となります。

それから基金繰入金、これは基金の取り崩しとなりますが、１,８４２万６,０００円の

基金の取り崩しとなります。

それから前年度繰越金については５８８万３４３８円となります。

諸収入。まず預金利子はゼロ。雑入で６７万２,２４０円ございます。内訳としては、

介護扶助審査認定業務委託費、国保連から入りますが、これが６７万２,２４０円となり

ます。

歳入合計２億７,９２５万４,０００円で、調定額が２億８,２７５万７,８３５円、収入

済額が２億８,２３２万１,７６９円で、不納欠損額が７万９,２００円、収入未済額が３

５万６,８６６円で歳入決算を終えております。

次、歳出に移ります。

２１０ページ、歳出、総務費、一般管理費６２万９,７７２円であります。この中で

は、負担金補助及び交付金で４８万６,０００円、これは介護保険システム改修の負担金

となります。これは、２７年度から介護保険料を改正しております。３,３００円から４,
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９００円に介護保険料を改正しておりまして、その改正に伴うシステムの改修費となりま

す。

それから賦課徴収費、これについては例年どおりの執行となります。

それから介護認定審査会費、役務費、負担金補助及び交付金、それから認定調査費、こ

れについても例年どおりの執行となります。なお、介護認定審査会費１９節の１９１万

８,８００円は、池北三町で組織している介護認定審査会への負担金となります。

それから保険給付費になります。まず、居宅介護サービス給付費１億２,７６３万６,３

８０円ですが、第５期計画、２６年度が最終年ですけれども、それでは、計画では延べで

１,４２７人の利用を見込んでおりましたが、実績としては１,３４５人ということで、８

２人の減となります。ただし、実際の利用としては、２５年度から見ると、３１１人の増

となっております。

それから、居宅介護サービス計画給付費、６７０万４,９９０円、これも第５期計画で

いくと、２６年度においては、４０８人としておりましたが、実際は５０５人、計画から

見ると９７人の増となっています。しかし、２５年度との比較でいくと、マイナス９人と

なります。それから施設介護サービス給付費９,６９６万５,８１１円、第５期計画の２６

年度の見込み、計画上では３２４人を見ておりましたけれども、実績として３９１人、６

７人の増となります。２５年度との比較でいきますと、３９人の増となります。居宅介護

福祉用具購入費２１万６,９６２円、計画では１２人を見ておりましたけれども、実績と

しては６件、計画から６件の減となります。２５年度実績と比較しても４件のマイナスと

なります。それから居宅介護住宅改修費２６万５,５００円、第５期計画では１２件を見

ておりましたけれども、実績としては２件、マイナス１０件となります。２５年度実績と

比較すると、マイナス５件となります。

介護予防サービス等諸費、介護予防サービス給付費８０２万５０９円ですが、第５期計

画の計画上は３６７人を見込んでおりましたが、実績としては２９９件、マイナスの６８

件となりますが、２５年度の実績と比較しますと１９件の増となります。それから介護予

防サービス計画給付費、１９節９２万６,５２０円ですが、計画では９６件を見込んでお

りましたが、実績としては２１３件、１１７件の増となっています。２５年度実績ベース

で見ても１９件の増となっております。それから、介護予防福祉用具購入費１３万４,７

１９円。計画では１２件見ておりましたけれども、実績は３件、マイナス９件となりま

す。２５年度と比較するとマイナス２件となります。介護予防住宅改修費３万７,３５０

円、これは計画では１２件見ておりましたけれども、実績は１件で終わっています。計画

と比較するとマイナス１１件。２５年度の実績と比較すると、マイナス２件となります。

高額介護サービス等費の高額介護サービス費５０３万２,０７０円。実人員では５０人

の利用で、前年度から見ると２名の増。それから、高額介護予防サービス費２,４３７円

ですが、実績は一人の利用となります。

次、高額医療合算介護サービス費、１９節１４１万４,１０６円は、実績では４３人の
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利用、前年度から見ると３人の増となります。

特定入所者介護サービス等費の特定入所者介護サービス費、１９節９４４万７８６円

で、実績では３６４人の利用であります。実績、２５年度と比較すると７０人の増となっ

ています。

それから、地域支援事業費の一次予防事業費、報償費６万６００円については、健康教

室５回分、それから委託料１０万１,４８８円は介護予防事業の普及事業として、社協へ

のふまねっと教室５３回の委託となります。二次予防事業費については、例年どおりの執

行となります。

包括的支援事業費の１目の介護予防ケアマネジメント事業、旅費から１９節までは例年

どおりの執行となりますが、委託料７０万２,５４０円、これについては、北勝光生会で

今、５３件、社協で１０４件、町外業者４件の１６１件となってございます。これは、介

護予防サービスの計画策定分ということで、不用額１１万４６０円となります。

それから任意事業、委託料で５７万９,７２７円。社協に介護用品給付事業で２０万２

８５円、食の自立支援配食サービス等で２７万９,４４２円、ＮＰＯ優愛館に介護教室１

０万円となっております。

基金積立金については６３９万６,２７６円で、２６年度末残高は６０８万３,７９１円

であります。

それから、諸支出金、第１号被保険者還付金、２３節２万８,８７５円は、２５年度保

険料の還付金９件であります。それから介護給付費負担金等返還金、２３節２５４万３５

２円。これは支払基金に６６万８,３６４円、北海道に５万２,９５７円、町に１７１万

３,１１７円、国に１０万５,９１４円、合わせて２５４万３５２円となります。内容とし

ては、介護給付費の確定に伴う返還、地域支援事業確定に伴う返還であります。

予備費については未執行であります。

歳出総額２億７,９２５万４,０００円で、支出済額２億７,２６４万２,８１９円、不用

額は６６１万１,１８１円。予算流用は２件、５万６,８４０円であります。

次のページ、実質収支に関する調書。

歳入総額が２億８,２３２万２,０００円、歳出総額が２億７,２６４万３,０００円で、

歳入歳出差し引きが９６７万９,０００円、実質収支額が９６７万９,０００円で終えてお

ります。

以上で、議案第７５号の説明を終わりまして、議案第７６号の説明に移ります。

議案第７６号平成２６年度陸別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてで

あります。

説明資料２３３ページをお開きください。

２３３ページ、第１表平成２６年度歳入歳出決算の総括です。

予算額４,２０６万４,０００円に対して、歳入決算額４,１４０万６,７１３円、歳出決

算額４,１４０万６,７１３円、差し引きゼロであります。歳入の未済額、歳出の不用額と
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も同額となります。執行率は９８.４％。

保険料の収納、２６年度は２,３７９万５,０００円で、前年度より２４１万８００円ふ

えております。

２３４ページ、歳入実績表です。

後期高齢者保険料は２６年度が２,３７９万５,０００円、繰入金が１,６９７万７,５９

９円、諸収入が３１万１,４５０円、広域連合支出金が３２万２,６６４円で、歳入合計

４,１４０万６,７１３円となります。

歳出実績表、第４表、総務費については、１８１万６,０５７円、後期高齢者広域連合

納付金３,９５７万５,２５６円、諸支出金が１万５,４００円、予備費は未執行です。歳

出合計４,１４０万６,７１３円です。

歳入、２２５ページをお開きください。

歳入ですが、資料ナンバー４３に、後期高齢者医療特別会計の決算のフロー図をつけて

おりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

１款の後期高齢者医療保険料ですが、被保数ですが、２６年度当初においては５７０人

です。２６年度、今年度末、ことしの３月３１日では、５５９人ということで、被保数は

１年間で１１人の減となっております。

それから、特別徴収保険料、これについては４８１人、それから普通徴収保険料につい

ては１９１人の方が納付しておりますが、そのうち特別徴収と普通徴収で６９人が重複し

ております。まず、特別徴収保険料、現年度分が１,３８０万３,１００円、普通徴収分が

９９９万１,９００円と。

それから、繰入金、一般会計からの繰入金ですが、事務費繰入金が２３７万４,３４３

円。内訳は広域連合事務費分が１１７万７,０００円、町単独分１１９万７,３４３円です

が、内訳としては、インフルエンザ予防接種分が８７万６,３２５円、事務費分が３２万

１,０１８円となっております。

保険基盤安定繰入金１,４６０万３,２５６円です。北海道分４分の３、１,０９５万２,

４４２円、町分４分の１、３６５万８１４円の内訳となります。繰越金についてはゼロ。

諸収入ですが、まず償還金及び還付加算金、保険料還付金、１節の保険料還付金１万

５,４００円、７人分です。これは歳出も同額となります。

雑入ですが、２９万６,０５０円。健康診断の個人負担分５００円の４３人分で、２万

１,５００円。広域連合から健診委託料２７万４,５５０円が内訳となります。広域連合支

出金で、広域連合交付金３２万２,６６４円。内訳としては、円滑運営臨時特例交付金、

これは広報用です。７万２,６６４円。すこやか推進事業交付金、これはインフルエンザ

予防接種補助金で２５万円が内訳となります。

歳入総額４,２０６万４,０００円の予算に対して、調定額、歳入、収入済額とも４,１

４０万６,７１３円で、歳入を終えております。

次のページ、歳出、１款総務費１目の一般管理費１８１万６,０５７円、旅費から１９
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節までは例年どおりの執行ですけれども、特に委託料１３５万７,３８６円の内訳として

は、インフルエンザ予防接種で３８８人、１０８万６,４００円、健康診断４３人、２５

万９,９２３円。それから、電算処理１万１,０６３円の内訳となっております。それか

ら、後期高齢者医療広域連合納付金ですが、負担金、１９節ですが、３,９５７万５,２５

６円。内訳としては、保険基盤安定分が１,４６０万３,２５６円、事務費分が１１７万

７,０００円、保険料が２,３７９万５,０００円の内訳となります。

それから諸支出金の保険料還付金ですが、２３節１万５,４００円、これは７人分であ

ります。

それから予備費充当については未執行であります。

歳出合計４,２０６万４,０００円で、支出済額が４,１４０万６,７１３円、不用額が６

５万７,２８７円で決算を終えております。

なお、予算流用についてはありません。

次のページ、実質収支に関する調書であります。

歳入総額４,１４０万７,０００円、歳出総額４,１４０万７,０００円で、差し引きゼロ

で決算を終えております。

以上で、議案第７０号から議案第７６号までの説明を終わります。

以後、御質問によってお答えをしたいと思っておりますので、御審議のほどよろしくお

願い申し上げます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） 副町長におかれましては、大変お疲れさまでした。

平成２６年度各会計の決算について、監査委員の意見書が配付されておりますが、代表

監査委員が出席されておりますので、意見書の内容に不明な点があれば、この際、質疑を

許します。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 質疑なしと認め、監査委員に対する質疑を終わります。

平成２６年度各会計の決算認定にかかわる質疑、討論、採決は、本定例会初日の決定の

とおり、第９日目の９月１６日以降に行います。

────────────────────────────────────

◎延会の議決

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） お諮りします。

本日の会議は、これで延会したいと思います。

また、明日１０日は、議事が進みましたので休会としたいと思います。

御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。
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本日はこれで延会することに決定しました。

次の会議は、９月１６日からとなります。

────────────────────────────────────

◎延会宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） これにて延会いたします。

延会 午後 ４時１８分


